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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や

公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え

方です。

本市は、地域住民がお互いに支え合い、生涯にわたって住み慣れた地域で健やかに

暮らし続けられるまちづくりを進めるため、平成１６（2004）年に「鹿児島市地域福祉

計画」を策定以降、地域福祉館等を拠点とした地域福祉ネットワークの推進を図るな

ど、地域福祉施策の着実な推進を図ってきました。

一方、人口減少や少子高齢化の進行、人々の価値観やライフスタイルの多様化、災害

や感染症リスクの高まりなど、地域福祉を取り巻く環境が変化する中、地域福祉を支

える担い手が減少し、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域で支え合う力が低

下してきているほか、個人や世帯を取り巻く環境の変化により、地域住民が抱える生

きづらさやリスクが複雑化・複合化（８０５０問題、ダブルケア、社会的孤立など）し

てきています。

このような中、近年、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受

け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源

が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

ともに創っていく「地域共生社会」の実現を推進しており、その実現に向けては、福祉

の領域だけではなく、まちづくりや産業、防犯・防災、環境、教育等との連携が不可欠

とされています。

今後、本市においても、地域福祉を取り巻く環境の変化に的確に対応し、あらゆる課

題を克服していくためには、「自助」、「共助」、「公助」の連携を基本としながら、福祉

以外のさまざまな分野とも連携し、地域住民が主役の支え合う地域づくりを進めてい

くことが必要です。

このようなことを踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けて、本市の地域福祉を総合

的かつ計画的に推進するための指針となる「第５期鹿児島市地域福祉計画」を策定し

ます。

２ 計画の位置づけ

（１）法的な位置づけ

本計画は、社会福祉法第１０７条に基づく「市町村地域福祉計画」として位置づけ

ます。

また、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条に基づく「成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画」及び、再犯の防止等の推進に関す

る法律第８条に基づく「再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画」については、

地域において人々が安心して暮らすという点で、地域福祉との関連があり、国のガイ

ドラインにおいても、「地域福祉として一体的に展開することが望ましい分野」と示

されていることから、本計画に盛り込むこととします。
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社会福祉法（抜粋）

（市町村地域福祉計画）

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通し

て取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるもの

とする。

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更

するものとする。

成年後見制度の利用の促進に関する法律（抜粋）

（市町村の講ずる措置）

第１４条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めると

ともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。

再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋）

（地方再犯防止推進計画）

第８条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村にお

ける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。

市町村地域福祉計画の策定ガイドライン（抜粋）

福祉に関する計画はもとより、関係する他の計画（例えば、成年後見制度利用促進法に規

定される市町村計画、住宅セーフティネット法による供給促進計画、自殺対策基本法に規定

される市町村自殺対策計画、再犯防止推進法に規定される地方再犯防止推進計画、災害対策

基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に規定される市町村地域防災計画等）の策定の際には、

地域福祉として一体的に展開することが望ましい分野については、地域福祉計画にも位置付

けるなど地域福祉計画を積極的に活用していくことも考えられる。
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（２）他計画との関連

本計画は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な指針

を定めた最上位計画である「第六次鹿児島市総合計画（計画期間：令和４（2022）年

度～令和１３（2031）年度）」に即した計画とします。

また、平成３０（2018）年の社会福祉法改正の趣旨を踏まえ、地域における高齢者

の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項を記

載する福祉分野の個別計画の上位計画として位置づけます。

さらに、市社会福祉協議会の「第５次鹿児島市地域福祉活動計画」と基本理念を共

有するなど、連携を図りながら、本市の地域福祉を総合的に推進していきます。

■他計画との関連

第 ５ 期 地 域 福 祉 計 画

＜福祉分野の個別計画の上位計画＞

第
８
期
高
齢
者
保
健
福
祉
・

介
護
保
険
事
業
計
画

第
四
次
障
害
者
計
画

障
害
福
祉
計
画
第
６
期
計
画
・

障
害
児
福
祉
計
画
第
２
期
計
画

第
二
期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画

第
二
次
健
康
増
進
計
画

そ
の
他
の
福
祉
に
関
す
る
計
画
・

方
針
等

第
５
次
地
域
福
祉
活
動
計
画

（
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

第六次鹿児島市総合計画

都市像「つながる人・まち 彩りあふれる 躍動都市・かごしま」

連携
成年後見制度利用促進計画

再犯防止推進計画

地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について（厚生労働省通知（抜粋））

第一 社会福祉法改正（平成 30 年 4月 1 日施行）の趣旨について

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について、任意とされていたも

のを努力義務とするとともに、策定に際しては、「地域における高齢者の福祉、障害者の福

祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位

計画」として位置付けている。
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（３）ＳＤＧｓとの関連

2015 年の国連サミットで採択された「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標））」は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性の

ある社会の実現に向けた 2030 年までの国際目標で、１７のゴールと１６９のターゲ

ットが掲げられています。

本計画においても、ＳＤＧｓのゴールの達成に向け、本市の地域福祉を推進してい

きます。

  

３ 計画期間

  令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。

  なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化や関係法令の改正等を踏まえる中で、

必要に応じて見直しを検討します。

■ＳＤＧｓの１７のゴール

＜本計画と特に関連があるゴール＞

1 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わ
らせる

2 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改
善を実現し、持続可能な農業を促進する

3 すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確保し、福祉を促進する

4 質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高
い教育を確保し、生涯学習の機会を促進す
る

5 ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及
び女児の能力強化を行う

8 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて
の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい
のある人間らしい雇用（ディーセント・ワ
ーク）を促進する

10 人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）
で持続可能な都市及び人間居住を実現す
る

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な
社会を促進し、すべての人々に司法への
アクセスを提供し、あらゆるレベルにお
いて効果的で説明責任のある包摂的な制
度を構築する

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活
性化する
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第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題

１ 国の動向

（１）社会福祉法

  近年、国においては、「地域共生社会」の実現に向けた取組を推進しており、平成

３０（2018）年４月の社会福祉法改正では、市町村地域福祉計画の策定が努力義務

とされ、同計画を高齢・介護、障害、児童、その他福祉の各分野の個別計画の上位計

画として位置づけることとされたほか、「地域共生社会」の実現に向け、市町村にお

いて、地域住民が抱える複雑化・複合化した課題を包括的に受け止め、支援してい

く体制（包括的な支援体制）を整備するよう努めることとされました。

また、令和３（2021）年４月には、包括的な支援体制の整備に関する具体的事項を

定めた重層的支援体制整備事業（任意事業）が創設されました。

（２）成年後見制度の利用の促進に関する法律

平成２８（2016）年５月、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、同

法に基づき、平成２９（2017）年３月、成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定さ

れました。

また、同法第１４条において、市町村は、国の計画を勘案して、当該市町村の区域

における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定める

よう努めることとされました。

社会福祉法（抜粋）

（包括的な支援体制の整備）

第１０６条の３ 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする

地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民

等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生

活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その

他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることがで

きる体制の整備に関する施策

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者

その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
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（３）再犯の防止等の推進に関する法律

平成２８（2016）年１２月、再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、同法に

基づき、平成２９（2017）年１２月、再犯防止推進計画が策定されました。

また、同法第８条において、市町村は、国の計画を勘案して、市町村における再犯

の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めることとされました。

２ 本市の現状とこれまでの取組

（１）各種統計

  ① 本市の人口の推移と見込

   本市の人口は今後も減少し、高齢化が進行する見込みです。

  

  

② 本市の一般会計歳出総額と扶助費の将来推計

    扶助費（生活保護費、子育て支援等の福祉や医療に係る費用）は今後も増加す

る見込みです。

    

8.2 7.8 

37.0 

34.8 

14.8 
16.8 

24.7

28.3 

32.9 

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

0

10

20

30

40

50

60

70

H27(2015) R2(2020) R7(2025) R12(2030) R17(2035) R22(2040)

925 952 977 1,040 1,078 1,118 

2,771
2,662 2,666 2,700 2,732 2,782

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

R2(2020) R3(2021) R4(2022) R7(2025) R10(2028) R13(2031)

（万人） （％）

56.2

60.0

（年）

65
歳
以
上

15
～
64
歳

15
歳
未
満

（億円）

（年度）

※令和２・３年度は当初予算ベース。令和４年度以降は、中長期の経済財政に関する試算や現

行の地方財政制度等を基に算出した推計値。

歳
出
総
額

扶
助
費

59.3 59.2 58.2 57.2

※令和２年までは国勢調査（不詳補完値により算出）。令和７年以降は「鹿児島市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン」における推計値。

高
齢
化
率
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③ 地域福祉に関する主な統計

要支援・要介護認定者数や認知症高齢者数、障害者手帳所持者数、児童虐待相談

件数は増加傾向にあるほか、生活保護受給世帯数は横ばいに推移しているが、保護

率は国や県よりも高くなっています。

また、町内会加入率は減少傾向にあります。

  

  

31,857 

32,693 

33,741 
33,938 

34,360 

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

H28 H29 H30 R元 R2

要支援・要介護認定者数

20,098 
20,263 

20,412 

21,080 
21,204 

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

H28 H29 H30 R元 R2

認知症高齢者数

27,427 27,907 28,373 28,954 
28,988 

5,024 5,641 5,798 5,747 6,153 

5,499 
5,893 6,176 6,451 6,673 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H29 H30 R元 R2 R3

障害者手帳所持者数

（年度）

（年度）

（年度）

（人）

（人）

（人）

精
神

知
的

身
体

(各年度 3月 31 日時点)

(要支援・要介護認定者のうち日常生活自立度Ⅱ以上の数(各年度 3 月 31 日時点))

(各年度 4 月 1日時点)

37,950
39,441 40,347 41,152 41,814
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403 

580 

883 

1,368 
1,469 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H28 H29 H30 R元 R2

児童虐待相談件数

11,592 11,604 11,557 
11,615 11,613 

25.7 25.6 25.4 25.4 25.1 

19.4 19.2 19.0 18.9 18.7 
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（２）第４期計画における取組

   本市は、「第４期鹿児島市地域福祉計画（計画期間：平成２９（2017）年度～令和

３（2021）年度）」において、「みんなでしあわせ みんながしあわせ 支えあうま

ち かごしま」という目標を掲げ、３つの基本理念「地域住民の自立と福祉サービ

スの充実による地域の福祉力の向上」、「人と人がつながり温もりに満ちた地域社会

づくり」、「地域で築く協働と連携のまちづくり」に基づき、４つの基本目標を設定

し、各種施策に取り組んできました。

  

  

  

【基本目標Ⅰ】福祉サービスの充実と利用促進

  誰もが住み慣れたまちで、安心して健やかに幸せな生活を送るために、地域

の身近なところで、一人ひとりに対し総合的かつ速やかに福祉サービスを提供

できるような仕組みと、それを十分に生かすことができる環境の整備に取り組

みました。

＜主な取組＞

・地域包括支援センターにおける相談支援の充実

   事業所数：１７箇所（平成２８年度）⇒２０箇所（令和２年度）

・障害者基幹相談支援センターにおける相談支援の充実

  開所日：週５日（平成２８年度）⇒週６日（令和３年度）

・児童クラブの増設

  設置数：１１７箇所（平成２８年度）⇒１６８箇所（令和２年度）

【基本目標Ⅱ】地域による福祉活動の推進

地域住民が地域社会の抱える問題を自分の問題と認識し、積極的かつ主体的

に課題解決に関わりながら、地域福祉の担い手として活躍できるよう、福祉活

動の推進を図りました。

＜主な取組＞

・地域コミュニティ協議会の設立支援

  設立校区：５８校区（平成２８年度）⇒７９校区※全小学校区（令和２年度）

・「認知症等見守りメイト」の養成

  登録者数（累計）：４８４人（平成２８年度）⇒７２８人（令和２年度）

・ボランティア推進校（小・中・高）への支援

  指定校数：１３３校（平成２８年度）⇒１４６校（令和２年度）
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【基本目標Ⅲ】地域における福祉と関連分野との連携

地域の中で、安心して健やかで幸せに生活するために、福祉の分野はもとよ

り、生活関連分野全般にわたって連携を図りながら、生活課題を総合的に解決

することができる体制を整えました。

＜主な取組＞

・自主防災組織の育成促進

  組織数：６０７団体（平成２８年度）⇒６３２団体（令和２年度）

  組織率：８８．１％（平成２８年度）⇒９４．０％（令和２年度）

・ひとり暮らし高齢者等安心通報システムの設置

  設置台数（累計）：１，３１９台（平成２８年度）⇒１，４２０台（令和２年度）

・家庭ごみの高齢者等戸別収集（まごころ収集）

  利用世帯数：２１１世帯（令和元年度（開始））⇒４１１世帯（令和２年度）

利 用 者 数：２３７人（令和元年度（開始））⇒４５８人（令和２年度）

【基本目標Ⅳ】地域におけるバリアフリーの推進

障害の有無や年齢などに関係なく、地域のすべての人にとって、やさしいま

ちにするために、行政をはじめ、生活関連分野の関係者、地域住民が協力し、支

え合いながらバリアフリーのまちづくりを推進しました。

＜主な取組＞

・高齢者等住宅改造費の助成

  助成件数（累計）：３，２０３件（平成２８年度）⇒３，７７４件（令和２年度）

・市道バリアフリーの推進

  整備箇所（累計）：７８箇所（平成２８年度）⇒６１６箇所（令和２年度）

  ※第２期市道バリアフリー推進計画における整備箇所数

・障害者差別解消の推進

  研修会等講師派遣回数：２５回（平成２９年度～令和２年度）
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（３）市民意識調査

第４期計画の取組を進める中で、市民の日々の暮らしの悩みや不安、地域住民同士

の交流や助け合いなどの実態を把握するため、「地域福祉に関する市民意識調査」を

実施しました。

① 調査対象

鹿児島市に居住する１６歳以上の３，５００人

（住民基本台帳から居住地区ごとの人口割合を基に無作為に抽出）

  ② 調査時期

   令和２年９月

③ 回答者数

   ２，０７６人（有効回答率５９．３％）

居住地区 郵送数 回答者数 有効回答率

中央地区 992 539 54.3％

谷山地区 672 389 57.9％

伊敷地区 346 230 66.5％

吉野地区 346 202 58.4％

吉田地区 230 134 58.3％

桜島地区 212 125 59.0％

喜入地区 232 154 66.4％

松元地区 249 164 65.9％

郡山地区 221 130 58.8％

合計 3,500 2,076 59.3％

※回答者数の合計には、居住地区無回答（９サンプル）が含まれる。

＜回答者の年齢分布＞

16歳～19歳

4.8% 20歳～29歳

7.0%

30歳～39歳

11.1%

40歳～49歳

14.9%

50歳～59歳

16.2%

60歳～64歳

16.7%

65歳～69歳

7.6%

70歳～74歳

13.7%

75歳以上

7.8%

無回答

0.1%
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④ 主な調査結果（抜粋）

■あなたは、現在、次のような悩みや不安を感じていますか。（複数選択可）

■あなたは、悩みや不安を感じたとき、誰に（どこに）相談することが多いですか。

（複数選択可）

45.6%

5.3%

31.5%

16.2%

7.8%

28.0%

6.5%

5.9%

23.5%

3.4%

2.7%

自分や家族の健康

近所との関係

経済的なこと

家族の介護

子育て

大雨や地震などの災害

困ったときに頼れる人が身近にいないこと

買い物等の外出

特に悩みや不安はない

その他

無回答

82.7%

52.8%

0.8%

3.4%

1.0%

0.1%

1.5%

2.7%

0.7%

0.1%

1.8%

0.2%

6.3%

3.4%

2.4%

2.2%

2.4%

家族・親類

友人・知人

町内会・コミュニティ協議会等の地域団体

近所の人

民生委員・児童委員

校区社会福祉協議会

学校

行政の関係課

鹿児島市社会福祉協議会

地域福祉館

地域包括支援センター

地域福祉支援員

病院・福祉関連施設

相談したいができる人がいない

誰にも相談したくない

その他

無回答

「困ったときに頼れる人が身

近にいない」が 6.5%

近所の人や地域の団体・相談支援

機関等への相談は少ない

「相談できる人がいない」が

3.4%（H28：2.3%）

（H28：76.2%）

（H28：49.3%）
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■あなたは、地域住民同士の交流や助け合いについて、どのようにお考えですか。

  ・地域で助け合うことは大切であり、そのためにも日頃の交流が必要

・困ったことがあれば地域で助け合うべきだと思うが、日頃の交流はしたくない

・困ったことがあれば行政や関係団体等が支援すべきなので、日頃の交流は必要ない

そう思う

38.1%

ややそう思う

36.2%

どちらとも

言えない

18.1%

あまりそう

思わない

4.7%

まったくそう

思わない

1.1%

無回答

1.9%

そう思う

9.5%

ややそう思う

26.3%

どちらとも言えない

34.8%

あまりそう

思わない

20.7%

まったくそう

思わない

6.6%

無回答

2.0%

そう思う

4.8%
ややそう思う

11.4%

どちらとも

言えない

33.9%

あまりそう

思わない

34.8%

まったくそう

思わない

13.1%

無回答

2.0%

「そう思う」、「ややそう思う」

が、「まったくそう思わな

い」、「あまりそう思わない」

を大きく上回る

「そう思う」、「ややそう思う」

が、「まったくそう思わな

い」、「あまりそう思わない」

をやや上回る

16.2%が「困ったことがあれば行

政や関係団体等が支援すべきな

ので、日頃の交流は必要ない」と

回答
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■あなたは、お住まいの地域に愛着を感じていますか。

■あなたは、地域の活動に参加していますか。

■「地域の活動に参加していない」と答えられた方にお聞きします。それはなぜですか。

（複数選択可）

とても感じ

ている

32.4%

少し感じている

40.5%

どちらとも

いえない

18.2%

あまり感じて

いない

6.4%

全く感じていない

2.0%

無回答

0.6%

参加している

28.1%

以前参加していた

が、最近、参加し

ていない

26.3%

参加していない

44.3%

無回答

1.3%

41.7%

17.0%

32.9%

13.0%

20.4%

34.8%

7.0%

3.4%

忙しくて時間がない

健康面・体力面に不安がある

参加するきっかけがない

一緒に参加する人がいない

興味がない

どのような活動があるか分からない

その他

無回答

72.9%が地域に愛着を感じている

（H28：69.8%）

70.6%が地域の活動に参加

していない（H28：66.4%）

（H28：43.7%）

（H28：35.9%）
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■あなたとご近所との日頃のお付き合いはどの程度ですか。

■あなたの地域で充実している福祉活動は何ですか。（複数選択可）

■あなたの地域の福祉活動について、今後、充実していくためには、何が必要だと思います

か。（複数選択可）

困りごとを相談するなど、

家族同然の付き合い

3.6%

簡単な頼み事や、

物の貸し借りなど

をし合う付き合い

7.2%

立ち話や

情報交換

をし合う

付き合い

28.4%

顔を合わせたとき、

あいさつをする程度

の付き合い

51.6%

ほとんど付き合いがない

7.9%

無回答

1.3%

14.5%

6.6%

10.3%

1.7%

7.6%

1.7%

1.1%

1.0%

0.3%

0.8%

4.6%

5.0%

7.6%

4.1%

63.9%

1.2%

4.1%

住民同士の交流

子育て支援

高齢者福祉

介護予防

健康づくり

障害者福祉

認知症の方への支援

ひとり親家庭への支援

ひきこもりの方への支援

生活困窮者への支援

青少年の健全育成

災害対策

防犯対策

ボランティア活動

分からない

その他

無回答

35.2%

14.3%

21.1%

13.1%

30.4%

21.0%

10.7%

26.2%

1.5%

2.8%

地域での人のつながり

地域のリーダー

福祉に関する相談窓口の充実

福祉に関する研修・人材育成

福祉に関する情報提供の充実

地域の福祉活動を支援する専門員の充実

関係団体等のネットワーク

分からない

その他

無回答

あいさつ程度の付き合い

以下が 59.5%

「分からない」が最も多く、地域

の福祉活動に関する認識が薄い
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（４）その他のアンケート調査結果

  ① 民生委員・児童委員へのアンケート調査結果

ア 調査対象

民生委員・児童委員（定数１，０６７人）

イ 調査時期

     令和２年９月～１０月

ウ 回答者数

     １，０１３人

エ 主な調査結果（抜粋）

■あなたが地域の方から受ける福祉に関する相談で、解決するのが難しいものは何ですか。

（複数選択可）

6.2%

19.7%

5.9%

1.7%

14.7%

28.2%

10.6%

31.5%

21.8%

3.5%

13.8%

4.2%

0.8%

12.8%

4.2%

10.9%

子育て支援

高齢者福祉

介護予防

健康づくり

障害者福祉

認知症の方への支援

ひとり親家庭への支援

ひきこもりの方への支援

生活困窮者への支援

青少年の健全育成

災害対策

防犯対策

ボランティア活動

児童虐待

その他

無回答

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱

され、それぞれの地域において、常に

住民の立場に立って相談に応じ、必

要な援助を行い、社会福祉の増進に

努める方々であり、児童委員を兼ね

ています。
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■あなたが担当している地域の福祉活動について、今後、充実していくためには、何が

必要だと思いますか。（複数選択可）

   

■あなたは、鹿児島市の福祉施策について、今後、何に力を入れるべきとお考えですか。

（複数選択可)

63.9%

31.8%

17.4%

27.3%

28.5%

27.3%

24.7%

15.3%

2.9%

1.8%

2.8%

地域での人のつながり

地域のリーダー

福祉に関する相談窓口の充実

福祉に関する研修・人材育成

福祉に関する情報提供の充実

地域の福祉活動を支援する専門員の充実

関係団体等のネットワーク

活動のための経済的支援

分からない

その他

無回答

31.6%

37.8%

47.5%

23.8%

15.8%

6.7%

14.3%

27.9%

13.1%

13.6%

11.0%

19.6%

13.9%

16.5%

12.6%

8.4%

10.5%

2.3%

2.7%

福祉に関する相談窓口の充実

福祉に関する情報提供や案内の充実

地域で支え合う仕組みづくり

福祉に関する研修・人材育成

福祉施設の充実

福祉教育

子育て支援

高齢者福祉

介護予防

健康づくり

障害者福祉

認知症の方への支援

ひとり親家庭への支援

ひきこもりの方への支援

生活困窮者への支援

ボランティア活動への支援

保健・医療サービスの充実

その他

無回答
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② 校区社会福祉協議会へのアンケート調査結果（市社会福祉協議会実施）

ア 調査対象

校区社会福祉協議会（７３団体）

イ 調査時期

     令和２年１１月

ウ 回答数

     ７３団体

エ 主な調査結果（抜粋）

■校区社会福祉協議会が取り組んでいる事業又は活動は、地域コミュニティ協議会の事業

等とすみ分けができていると思いますか。

  
  ③ 地域コミュニティ協議会へのアンケート調査結果（市社会福祉協議会実施）

ア 調査対象

地域コミュニティ協議会（７９団体）

イ 調査時期

     令和２年１１月

ウ 回答数

     ６１団体

エ 主な調査結果（抜粋）

■地域コミュニティ協議会が取り組んでいる事業又は活動は、校区社会福祉協議会の事業

等とすみ分けができていると思いますか。

  

全ての事業に

おいて、すみ

分けができて

いると思う

41%

事業によっては一

部すみ分けができ

ず、重複して実施

されていると思う

45%

すみ分けはで

きていないと

思う

10%

無回答

4%

全ての事業に

おいて、すみ

分けができて

いると思う

41%

事業によっては一

部すみ分けができ

ず、重複して実施

されていると思う

49%

すみ分けはで

きていないと

思う

5%

無回答

5%

すみ分けができていると回答

した団体は半分以下

すみ分けができていると回答

した団体は半分以下

校区社会福祉協議会は、概ね小学校区単位

で組織され、町内会や地区民生委員児童委

員協議会、ＰＴＡ、あいご会などで構成し、

さまざまな福祉活動に取り組んでいます。

地域コミュニティ協議会は、小学校区単位

で組織され、町内会やＮＰＯ、事業所、医

療機関、福祉施設など幅広い団体で構成

し、地域課題の解決や地域資源の活用など

地域主体のまちづくりに連携・協力して取

り組んでいます。
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３ 今後の課題

（１）地域福祉を支える担い手の減少

人口減少や少子高齢化の進行、人々の価値観やライフスタイルが多様化する中、地

域福祉を支える担い手が減少してきています。

今後、地域住民が主役の支え合う地域づくりを推進していくためには、地域の福祉

活動を支える担い手の育成や幅広い世代の地域住民が気軽に地域の福祉活動に参加

できるような環境づくりを進めることが必要です。

（２）地域の関係団体のさらなる連携強化

本市では、校区社会福祉協議会のほか、地域コミュニティ協議会や町内会、地区民

生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等の各種団体

が、地域においてさまざまな福祉活動を行っています。

今後、地域の福祉活動をより効果的に展開していくためには、地域の関係団体が

緊密に連携を図っていくことが必要です。

（３）複雑化・複合化した課題への対応

個人や世帯を取り巻く環境の変化により、地域住民が抱える生きづらさやリスク

が複雑化・複合化してきているほか、制度の狭間の課題への対応も求められてきてい

ます。

今後、このような課題を早期に発見し、適切に支援していくためには、地域福祉ネ

ットワークのさらなる推進を図るほか、関係機関等の円滑な連携が必要です。

（４）福祉に関する情報提供の充実

地域の関係団体が行っているさまざまな福祉活動や各種福祉サービスに関する情

報が、地域住民へ十分に行き届いていません。

今後、年齢や家族構成、障害の有無等に関わらず、誰もが必要な情報を得ることが

できるような取組を進めることが必要です。

（５）感染症リスクへの対応

新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出の自粛など、地域のさまざまな活動

に大きな影響がありました。

このような中、人とのつながりや地域の支え合いの重要性は、ますます高まってお

り、今後は、感染症予防のための「新しい生活様式」を踏まえながら、地域の福祉活

動の推進を図っていくことが必要です。
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 基本理念

  本市は、これまで、地域住民がお互いに支え合い、生涯にわたって住み慣れた地域

で健やかに暮らし続けられるまちづくりを進めてきました。

  今後、「地域共生社会」の実現に向けて、本市の地域福祉を一層推進していくために

は、地域住民や地域の関係団体、関係機関、行政などの「みんな」がつながり、お互い

に支え合いながら、市民一人ひとりが、生きがいを持って自分らしく生活できる地域

づくりを進めていくことが必要です。

  このようなことを踏まえ、本計画の基本理念を次のとおり定めることとします。

  

２ 基本目標

  基本理念の実現に向けて、次のとおり３つの基本目標を掲げ、本計画の推進を図っ

ていきます。

みんながつながり・支え合う

生きがいあふれる福祉のまち かごしま

【基本目標Ⅰ】地域住民が主役の福祉活動の推進

地域福祉を支える担い手の確保に努めるとともに、ボランティア活動や住民

同士の幅広い交流の推進、福祉活動の情報提供の充実を図るなど、地域の関係

団体が緊密に連携しながら、地域住民が主役の福祉活動を推進していきます。

【基本目標Ⅲ】お互いを尊重し合う誰もが暮らしやすい地域づくり

一人ひとりの人権や多様性を尊重し、差別や虐待、暴力の防止に取り組むと

ともに、誰もが暮らしやすい生活環境を整備するなど、お互いを尊重し合う誰

もが暮らしやすい地域づくりを推進していきます。

【基本目標Ⅱ】相談しやすい体制づくりと福祉サービスの充実

地域の関係団体や関係機関と連携を図りながら、包括的な支援体制の推進を

図るほか、多様な福祉サービスの利用促進や情報提供のさらなる充実を図ると

ともに、孤立させない取組を行うなど、相談しやすい体制づくりと福祉サービ

スの充実に取り組みます。
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第４章 施策の展開

１ 計画の体系

  

み
ん
な
が
つ
な
が
り
・
支
え
合
う

生
き
が
い
あ
ふ
れ
る
福
祉
の
ま
ち

か
ご
し
ま

Ⅰ 地域住民が主役の福祉活動の推進

Ⅱ 相談しやすい体制づくりと

福祉サービスの充実

Ⅲ お互いを尊重し合う

誰もが暮らしやすい地域づくり

基本理念 基本目標
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１ 多様な主体が参画する

福祉活動の推進

２ 支え合いの心を育む

ボランティア活動の推進

３ 住民同士が出会い・つながる

プラットフォームづくり

４ みんなで支え合う

安心安全な地域づくり

１ 誰もが相談しやすい

包括的な支援体制の推進

２ 多様な福祉サービスの充実と

利用促進

３ 孤立させない相談支援体制

づくり

１ 人権の尊重と

差別・虐待・暴力の防止

２ 誰もが暮らしやすい

生活環境の整備

(1) 地域福祉を支える担い手の発掘・育成
(2) 福祉活動の充実
(3) 地域の関係団体の連携・交流
(4) 福祉活動の積極的な情報発信

(1) 地域福祉に関する意識の高揚
(2) ボランティア活動への参加促進
(3) ボランティア活動に対する支援

(1) 地域福祉館等の利用促進と拠点づくり
への支援

(2) 世代や分野を超えた幅広い交流の推進
(3) 学びを通じた交流の推進

(1) 防災対策の充実
(2) 交通安全・防犯対策等の充実
(3) 高齢者や障害者のための緊急システム

の充実

(1) 地域福祉ネットワークによる相談支援
体制の充実

(2) 多機関協働による相談支援体制の充実

(1) 高齢者福祉・介護保険サービスの利用
促進

(2) 障害者福祉サービスの利用促進
(3) 成年後見制度の利用促進
(4) 子ども・子育て支援サービスの利用

促進
(5) 生活困窮者の自立支援
(6) 介護や世話を行う家族等に対する支援
(7) 健康づくりの支援
(8) 福祉サービスの情報発信の充実
(9) 福祉サービス提供者等の育成・確保
(10)まちづくり、産業、環境、教育分野等

との連携

(1) 高齢者や障害者等に対する自立支援
(2) 永住帰国した中国残留邦人等に対する

自立支援
(3) ホームレスに対する自立支援
(4) 犯罪や非行をした人に対する社会復帰

支援
(5) ひきこもりに対する支援

(1) 一人ひとりの人権の尊重
(2) 差別・虐待・暴力の防止

(1) 住宅や公共施設等のバリアフリー化
(2) 道路のバリアフリー化
(3) 交通機関のバリアフリー化
(4) 高齢者や障害者等に対する移動手段の

確保

取組の方向 施策の展開



23

２ 施策の展開

  

  

○現状や課題

・校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会等の地域の関係団体において

は、地域福祉を支える担い手の高齢化や固定化などの課題を抱えています。

・人と人とのつながりが希薄化する中、隣近所同士の助け合い（近助）や地域

での支え合いなど「共助」の重要性が高まっており、地域の福祉活動のさら

なる充実を図っていく必要があります。

・地域の福祉活動を効果的に展開していくためには、校区社会福祉協議会や地

域コミュニティ協議会などの地域の関係団体が緊密に連携を図りながら、福

祉活動を推進していく必要があります。

・地域では、さまざまな福祉活動が行われていますが、地域住民に十分に認知

されていない状況にあります。

○今後の方向性

多様な主体が参画する福祉活動を推進していくため、地域福祉を支える担い

手の発掘・育成に努めるほか、福祉活動のさらなる充実や地域の関係団体の連

携・交流の促進を図るとともに、福祉活動の積極的な情報発信に努めます。

＜施策の展開＞

（１）地域福祉を支える担い手の発掘・育成

地域住民が主役の福祉活動を推進していくため、地域の関係団体は、地域住

民に対して、福祉活動を積極的に情報発信し、幅広く気軽に参加できる福祉活

動を展開することで、地域福祉を支える担い手の発掘に取り組むとともに、地

域福祉館や市社会福祉協議会支部（以下「地域福祉館等」という。）や地域福

祉支援員は、その活動を支援します。

また、介護や障害、子育てなどに関する養成講座の開催等を通じて、地域福

祉を支える担い手の発掘・育成に努めます。

（２）福祉活動の充実

支え合う地域づくりを推進するため、校区社会福祉協議会や地域コミュニ

【基本目標Ⅰ】地域住民が主役の福祉活動の推進

地域福祉を支える担い手の確保に努めるとともに、ボランティア活動や住民

同士の幅広い交流の推進、福祉活動の情報提供の充実を図るなど、地域の関係

団体が緊密に連携しながら、地域住民が主役の福祉活動を推進していきます。

取組の方向１ 多様な主体が参画する福祉活動の推進
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ティ協議会、民生委員・児童委員、町内会、高齢者クラブ、市民活動団体など

の活動を支援するとともに、地域福祉館等や地域福祉支援員は、これらの活動

に対して、助言や情報提供等を行い、小地域ネットワークにおける福祉活動の

充実を図ります。

（３）地域の関係団体の連携・交流

地域の福祉活動を効果的に展開していくため、校区社会福祉協議会や地域

コミュニティ協議会など地域の関係団体は、お互いに連携を図りながら活動

し、地域福祉館等や地域福祉支援員、地域連携コーディネーターは、その活動

に対して、助言や情報提供を行うなど、地域の関係団体の連携・交流を促進し

■地域福祉ネットワーク及び小地域ネットワークのイメージ図

・小地域ネットワーク

  校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会、町内会、民生委員・児童委員等

が連携を図りながら、日常生活圏域において、さまざまな福祉活動を行うほか、悩

みや不安を抱えている人に対して支援を行います。

・地域福祉ネットワーク

  地域福祉館等や地域福祉支援員は、小地域ネットワークにおける福祉活動の充実

を図るため、福祉活動に対する助言や情報提供、地域の団体の連携促進や交流の場

の提供、福祉に関する相談への対応などの支援を行います。

悩みや不安

を抱えて

いる人

民生委員・
児童委員

校区社会福祉協議会 地域コミュニティ協議会

地域福祉館
市社会福祉協議会支部

町内会

高齢者クラブ

ＮＰＯ法人

ボランティア団体

地域福祉支援員

小地域ネットワーク

地域福祉ネットワーク

支援

支援

支援

支援

支援
支援

支援

支援

相談

地域連携コーディネーター

支援相談



25

ます。

（４）福祉活動の積極的な情報発信

地域の福祉活動に関する情報を、より多くの地域住民に行き届けるため、回

覧板や掲示板、校区社協だより、福祉館だよりのほか、ホームページやＳＮＳ

など各種広報媒体を効果的に活用し、積極的な情報発信に努めます。

  

○現状や課題

・地域での支え合いの重要性が高まる中、より多くの人に地域福祉に関心を持

ってもらう必要があります。

・ボランティア活動への参加意向はあっても、実際の参加には結びついていな

い状況もあります。

・地域において支援を必要とする方が増加する中、ボランティア活動を担う人

材の発掘・育成のほか、ボランティア活動団体への支援に努める必要があり

ます。

○今後の方向性

支え合いの心を育むボランティア活動を推進していくため、イベントや福祉活

動などを通じて、地域福祉に関する意識の高揚を図るほか、ボランティア活動へ

の参加促進を図るとともに、ボランティアのコーディネートを行うなど、ボラン

ティア活動への支援に努めます。

＜施策の展開＞

（１）地域福祉に関する意識の高揚

多くの人に地域福祉に関心を持ってもらうため、市社会福祉協議会と「わく

わく福祉交流フェア」を共催するほか、小地域ネットワーク活動の活性化など、

さまざまな機会を通じて、地域福祉に関する意識の高揚を図ります。

（２）ボランティア活動への参加促進

社会貢献活動や福祉活動に関する意識高揚を図るため、ボランティアやサ

ポーター養成講座を開催するほか、ボランティア活動への理解促進や入門講

座等の開催、活動の担い手となる個人・団体の登録の推進などに取り組むボラ

ンティアセンターへの支援を通じて、ボランティア活動への参加を促進しま

す。

（３）ボランティア活動に対する支援

ボランティア活動の活性化を図るため、活動への助言やボランティアコー

取組の方向２ 支え合いの心を育むボランティア活動の推進
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ディネート、ボランティア団体間の交流促進、児童生徒や高齢者の活動促進な

どに取り組むボランティアセンターを支援します。

また、地域福祉館等や地域福祉支援員は、地域の関係団体に対して、ボラン

ティア活動に関する助言や情報提供を行うなど、ボランティア活動を支援し

ます。

  

  

○現状や課題

・地域の福祉活動を推進していくためには、身近な地域に活動拠点が必要であ

るため、地域福祉館等のさらなる利用促進に努めるほか、地域主体による拠

点づくりを支援していく必要があります。

・人口減少や少子高齢化の進行、人と人とのつながりが希薄化する中、身近な

地域において、住民同士が交流する場の創出に努める必要があります。

○今後の方向性

住民同士が出会い・つながるプラットフォームづくりに向けて、地域福祉の

推進拠点である地域福祉館等のほか、さまざまな公共施設の利用促進を図ると

ともに、地域の拠点づくりの支援に努めます。

また、年齢や障害の有無などに関わらず、世代や分野を超えた幅広い交流を

推進するほか、生涯学習の機会の提供など、学びを通じた交流を推進します。

   ＜施策の展開＞

  （１）地域福祉館等の利用促進と拠点づくりへの支援

地域の福祉活動を推進していくため、拠点となる地域福祉館等において、各

種交流や福祉活動、小地域ネットワーク活動及びボランティア活動を支援す

るとともに、福祉に関する相談や情報提供等を行うほか、情報発信に努めるな

ど、地域福祉館等の利用促進を図ります。

また、住民同士の各種交流や福祉活動の拠点として、地域公民館や校区公民

館、学校、福祉施設、公園などの利用促進を図るほか、町内会の集会所の建築

費を助成するなど、地域の拠点づくりの支援に努めます。

（２）世代や分野を超えた幅広い交流の推進

住民同士がつながり、お互いに支え合いながら暮らしていけるよう、高齢者

同士の交流や高齢者と子どもとの交流、スポーツを通じた障害者交流を促進

するほか、すこやか子育て交流館などにおいて、親子が気軽に集い、相互に交

流する場を提供するとともに、地域の子育てサロンを支援するなど、世代や分

野を超えた幅広い交流を推進します。

取組の方向３ 住民同士が出会い・つながるプラットフォームづくり
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（３）学びを通じた交流の推進

住民同士が学ぶ喜びや生きがいを持ち、仲間をつくり、毎日楽しく過ごせる

よう、生涯学習プラザや地域公民館で各種講座を実施し、生涯学習の機会を提

供するなど、学ぶ場の充実に努めます。

また、校区社会学級（家庭教育学級・父親セミナー・成人学級・女性学級）

において、さまざまな課題について学習し、その成果をまちづくりに生かすな

ど、学びを通じた交流を推進します。

  

     

○現状や課題

・大雨や台風、地震、火山噴火など、さまざまな危機事象が全国各地で発生し

ている中、「自らの命は自ら守る」、「地域住民で助け合う」といった防災意識

の高揚を図るほか、地域の防災対策の充実を図る必要があります。

・交通事故などの不慮の事故が身近な地域で発生しているほか、声掛けやつき

まとい事案など、子どもが犯罪にあう危険が増加しています。

・高齢者や障害者が被害者となる特殊詐欺や消費者トラブルのさらなる増加が

懸念されています。また、ひとり暮らしの高齢者や障害者が安心して暮らせ

る環境づくりが必要です。

○今後の方向性

みんなで支え合う安心安全な地域づくりに向けて、防災意識の高揚を図るほ

か、避難行動要支援者を支援するなど、地域の防災対策の充実に努めます。

また、地域住民を交通事故や犯罪、消費者トラブルなどから守るため、交通

安全・防犯対策等の充実に努めるほか、高齢者や障害者が安心して暮らせるよ

う、緊急システムの充実に努めます。

   ＜施策の展開＞

   （１）防災対策の充実

災害に強い地域づくりに向けて、防災意識の高揚を図るほか、災害時に避難

の手助けが必要な避難行動要支援者の名簿及び個別避難計画を作成し、支援

に必要な情報を避難支援等関係者と共有するとともに、地域の関係団体が行

う見守り活動や支え合いマップ作成の支援、自主防災組織が行う防災訓練等

の活動促進など、地域の防災対策の充実に努めます。

（２）交通安全・防犯対策等の充実

高齢者や障害者、子どもなどを、交通事故や犯罪、消費者トラブルなどから

守り、安心安全で暮らしやすい地域づくりを進めるため、防犯パトロールや見

守り活動への支援のほか、消費者啓発を推進するなど、地域の関係団体や関係

取組の方向４ みんなで支え合う安心安全な地域づくり
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機関が連携を図りながら、地域の交通安全・防犯対策等の充実に努めます。

（３）高齢者や障害者のための緊急システムの充実

在宅のひとり暮らしの高齢者や障害者等が安心して暮らしていけるよう、

家庭内での急病や事故などの緊急時に対応する安心通報システムの設置や福

祉電話の貸与など、緊急システムの充実に努めます。
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   ○現状や課題

・悩みや不安を感じたときに、近所の人や地域の関係団体に相談する方は少な

く、一方で、困ったときに頼れる人が身近にいない方が少なくありません。

・個人や世帯を取り巻く環境の変化により、地域住民が抱える生きづらさやリ

スクが複雑化・複合化してきているほか、制度の狭間の課題への対応も求め

られてきています。

○今後の方向性

誰もが相談しやすい包括的な支援体制を推進していくため、悩みや不安を抱

えている人を孤立させずに、適切な支援に結びつけることができるよう、地域

福祉ネットワークによる相談支援体制の充実に努めるとともに、関係機関の連

携を強化し、総合的な相談支援体制の充実を図ります。

   ＜施策の展開＞

（１）地域福祉ネットワークによる相談支援体制の充実

誰もが気軽に相談しやすい体制づくりに向けて、地域の関係団体は、お互い

に連携を図りながら、悩みや不安を抱えている地域住民を把握し、相談支援機

関へつなぐなどの支援に努めることとし、地域福祉館等や地域福祉支援員は、

関係団体に対して、助言や情報提供を行うなど、地域福祉ネットワークによる

相談支援体制の充実に努めます。

（２）多機関協働による相談支援体制の充実

８０５０問題やダブルケア、社会的孤立など、地域住民が抱える複雑化・複

合化した支援ニーズに対応していくため、包括的に相談を受け止める体制の

充実に努めるとともに、高齢・介護や障害、子ども、生活困窮など各福祉分野

の相談支援機関の連携強化を図ります。

また、さまざまな支援ニーズにきめ細やかに対応していくため、福祉のほか、

住宅、就労、消費生活、教育、人権などとも連携した総合的な相談支援体制づ

くりに努めます。

【基本目標Ⅱ】相談しやすい体制づくりと福祉サービスの充実

地域の関係団体や関係機関と連携を図りながら、包括的な支援体制の推進を

図るほか、多様な福祉サービスの利用促進や情報提供のさらなる充実を図ると

ともに、孤立させない取組を行うなど、相談しやすい体制づくりと福祉サービ

スの充実に取り組みます。

取組の方向１ 誰もが相談しやすい包括的な支援体制の推進
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   ○現状や課題

・高齢化の進行や核家族化の進展などにより、地域住民のニーズが多様化してき

ている中、各種福祉サービスの充実を図る必要があるほか、介護や世話を行う

家族等に対する支援も求められてきています。

・運動不足などにより、生活習慣に課題のある人が増えているほか、ストレスな

どにより、こころに悩みを抱えている人が増えています。

・支援を必要としている人に、必要な福祉サービスの情報が行き届くよう、情報

発信の充実を図る必要があります。

・各種福祉サービスのさらなる充実を図るため、福祉サービス提供者等の育成・

確保に努める必要があります。

・地域住民の多様化するニーズに適切に対応していくためには、福祉の領域だけ

ではなく、さまざまな分野との連携が必要です。

○今後の方向性

多様な福祉サービスの充実と利用促進を図るため、高齢・介護や障害、子ど

も、生活困窮など、多様な福祉サービスの充実を図るほか、介護や世話を行う

家族等に対する支援に努めます。

また、地域住民の体とこころの健康づくりを支援するほか、福祉サービスの

情報発信の充実や福祉サービス提供者等の育成・確保に努めます。

さらに、地域住民の多様化するニーズに適切に対応できるよう、まちづくり

や産業、環境、教育分野等と連携を図りながら、さまざまな取組を推進します。

   ＜施策の展開＞

  （１）高齢者福祉・介護保険サービスの利用促進

高齢者が生きがいを持って自分らしく健やかに暮らせる地域づくりに向け

て、高齢者クラブやお達者クラブの活動支援のほか、地域包括支援センターや

高齢者福祉センターにおける相談支援、敬老パスの交付、認知症サポーター及

び認知症等見守りメイトの養成など、高齢者の生きがいづくりや社会参画の

促進、安心・快適な暮らしの確保、認知症対策の推進、介護予防・地域支援体

制及び介護サービスの充実に取り組みます。

（２）障害者福祉サービスの利用促進

障害者が生きがいを持って自分らしく健やかに暮らせる地域づくりに向け

て、障害者基幹相談支援センターにおける相談支援のほか、友愛パスの交付、

居宅介護や外出支援、児童発達支援や放課後等デイサービスの実施など、障害

者の自立と社会参加の促進のほか、障害福祉サービス・療育等の充実、障害者

を支える社会環境づくりの推進に取り組みます。

取組の方向２ 多様な福祉サービスの充実と利用促進
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（３）成年後見制度の利用促進

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった人が安

心して暮らせる地域づくりに向けて、「成年後見制度利用促進計画」（第５章）

に基づき、成年後見制度の利用促進を図ります。

（４）子ども・子育て支援サービスの利用促進

子育てに希望あふれる地域づくりに向けて、子育てサロンなど地域の子育

て活動を推進するとともに、子育て支援ネットワークの充実やすこやか子育

て交流館・親子つどいの広場の利用促進を図るなど、地域の子育て力の向上に

取り組みます。

また、保育の受け皿確保や児童クラブの整備など、仕事と子育ての両立に向

けた環境づくりのほか、子ども食堂への支援など、子どもの貧困対策や居場所

づくりとともに、子ども自身の権利を尊重し、未来を応援する条例の制定に取

り組みます。

（５）生活困窮者の自立支援

生活困窮者が地域で自立した生活ができるよう、生活・就労支援センターか

ごしまにおいて、生活相談や就労に関する相談にワンストップで対応するほ

か、住居確保給付金の支給や就労準備支援、生活困窮世帯の子どもの学習支援

を行うなど、生活困窮者の自立を支援します。

（６）介護や世話を行う家族等に対する支援

在宅での介護を必要とする高齢者や障害者の家族等の負担軽減を図るため、

訪問介護や居宅介護、心をつなぐ訪問給食などによる支援のほか、地域包括支

援センターにおける相談支援、家族介護講習会・交流会を行うなど、介護や世

話を行う家族等に対する支援に努めます。

また、福祉や教育等が連携し、ヤングケアラー（本来大人が担うと想定され

ている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども）への相談支援な

どに努めます。

（７）健康づくりの支援

誰もが健康に暮らせる地域づくりに向けて、食育推進支援員の派遣のほか、

健康づくりイベントや健康教室の開催、健康増進施設やスポーツ施設の利用

促進、メンタルヘルス対策など、体とこころの健康づくりを支援します。

（８）福祉サービスの情報発信の充実

多様な福祉サービスや福祉に関連する情報を、市民一人ひとりにタイムリ

ーでわかりやすく提供するため、各種冊子・リーフレットをはじめ、広報紙「市

民のひろば」やホームページ、ＳＮＳなどを効果的に活用して情報発信に努め

るとともに、手話通訳のほか、点字や音声による情報提供を行うなど、福祉サ
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ービスの情報発信の充実に努めます。

（９）福祉サービス提供者等の育成・確保

地域住民の多様化するニーズに適切に対応できるよう、福祉施設の従事者

や地域で活動している民生委員・児童委員等の資質向上を図ります。

また、潜在的な人材の活用を促進するとともに、手話奉仕員や手話通訳者、

要約筆記者等を養成するなど、福祉サービス提供者等の育成・確保に努めます。

（10）まちづくり、産業、環境、教育分野等との連携

地域住民の多様化するニーズに適切に対応し、地域住民一人ひとりが生き

がいを持って暮らせる地域づくりに向けて、住宅団地の活性化に向けた取組

を促進するほか、商店街等の活性化支援や地域の美化活動への支援、地域とと

もにある学校づくりなど、まちづくり、産業、環境、教育分野等と連携した取

組を推進します。

  

   ○現状や課題

・地域のつがなりが希薄化する中、高齢者や障害者、ひとり親家庭などは、地

域で孤立しやすい状況におかれています。

・退職や人間関係などを理由にひきこもり状態となった方やその家族を、地域

で孤立させずに、必要な支援を提供していく必要があります。

○今後の方向性

孤立させない相談支援体制づくりを推進し、高齢者や障害者、ひとり親家庭

など、地域で孤立しやすい方々の自立と社会参加の促進を図ります。

また、ひきこもり状態となった方やその家族に対して、必要な支援を提供で

きるよう、関係機関等と連携を図りながら、相談支援体制の充実に努めます。

   ＜施策の展開＞

   （１）高齢者や障害者等に対する自立支援

高齢者や障害者、ひとり親家庭などが地域で孤立せずに、安心して暮らせる

よう、民生委員・児童委員による見守り活動や愛のふれあい会食、心をつなぐ

ともしびグループ活動などを通じて、孤立しやすい高齢者や障害者等の把握

に努めるほか、各種相談支援や福祉サービスの提供、就労支援を行うなど、自

立支援に努めます。

（２）永住帰国した中国残留邦人等に対する自立支援

永住帰国した中国残留邦人等が地域で孤立せずに、安心して暮らせるよう、

取組の方向３ 孤立させない相談支援体制づくり
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支援・相談員を配置し、ニーズに応じた助言を行うなど、自立支援に努めます。

（３）ホームレスに対する自立支援

ホームレスが健康で文化的な生活を送ることができるよう、関係団体等と

連携を図りながら、巡回相談や検診を実施し、必要に応じて、生活保護の申請

や施設への入所に関する援助を行うなど、自立支援に努めます。

（４）犯罪や非行をした人に対する社会復帰支援

犯罪や非行をした人の中には、安定した仕事や住居がないことなどから、社

会復帰に向けた支援を十分に受けられずに、地域で孤立し、犯罪を繰り返して

しまう人も少なくありません。

再犯を防止し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、「再犯防

止推進計画」（第６章）に基づき、犯罪や非行をした人の社会復帰に関する施

策の推進を図ります。

（５）ひきこもりに対する支援

ひきこもり状態となった方やその家族に対して、必要な支援を提供できる

よう、生活・就労支援センターかごしまにおいて、生活相談や就労に関する相

談にワンストップで対応するほか、精神保健福祉相談員による相談支援を行

うなど、関係機関等と連携を図りながら、ひきこもりに対する支援の充実に努

めます。
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○現状や課題

・社会情勢の変化に伴い、人権問題は多様化しています。

・グローバル化による外国人住民の増加に伴い、国籍等に関わりなく、誰もが

暮らしやすい地域づくりに取り組む必要があります。

・障害者への差別や虐待、子どもや高齢者への虐待、女性への暴力が依然とし

て存在しています。

○今後の方向性

地域で暮らすすべての人が、性別、年齢、国籍等に関わりなく、一人ひとり

の人権や多様性を尊重し合う地域づくりを推進します。

また、障害を理由とする差別の解消と虐待の防止のほか、児童や高齢者の虐

待防止、男女共同参画の推進及び男女間における暴力の防止に努めます。

   ＜施策の展開＞

  （１）一人ひとりの人権の尊重

さまざまな人権問題に対して正しい理解や認識を深めるため、学校や家庭・

地域社会など、あらゆる場や機会を捉え、人権教育や人権啓発を推進し、性別

や年齢、国籍等に関わりなく、一人ひとりの人権や多様性を尊重し合う地域づ

くりに努めます。

（２）差別・虐待・暴力の防止

障害を理由とする差別の解消と虐待の防止に向けて、障害に関する正しい

理解の促進を図るとともに、障害者基幹相談支援センター（障害者虐待防止セ

ンター）において、相談支援の充実などに努めます。

子どもや高齢者への虐待を防止するため、警察など関係機関で構成された

ネットワークを活用し、発生予防から早期発見、支援等に至るまで、切れ目の

ない総合的な支援を実施するとともに、児童相談所の設置に向けた取組など

体制強化を図ります。

男女共同参画の推進を図るほか、ＤＶの予防啓発や配偶者暴力相談支援セ

ンターを拠点にＤＶ被害者支援を行い、男女間における暴力の予防と根絶に

努めます。

【基本目標Ⅲ】お互いを尊重し合う誰もが暮らしやすい地域づくり

一人ひとりの人権や多様性を尊重し、差別や虐待、暴力の防止に取り組むと

ともに、誰もが暮らしやすい生活環境を整備するなど、お互いを尊重し合う誰

もが暮らしやすい地域づくりを推進していきます。

取組の方向１ 人権の尊重と差別・虐待・暴力の防止
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   ○現状や課題

・高齢者や障害者などの自立と社会参加の促進を図るためには、建築物や交通

機関、生活環境のバリアフリー化のほか、移動手段の確保が必要です。

○今後の方向性

誰もが暮らしやすい生活環境づくりに向けて、住宅や公共施設等のほか、道

路、交通機関のバリアフリー化を進めるとともに、高齢者や障害者等に対する

移動手段の確保に努めます。

   ＜施策の展開＞

  （１）住宅や公共施設等のバリアフリー化

高齢者や障害者の自立と社会参加の促進を図るため、住宅や集会所のバリ

アフリー化を支援するほか、公共施設等のバリアフリー化を進めるとともに、

サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進します。

（２）道路のバリアフリー化

子どもや障害者、高齢者を含めすべての人が安全かつ快適に移動ができる

よう、歩道のバリアフリー化を進めるほか、道路や歩道における放置自転車等

による通行障害の解消に努めます。

（３）交通機関のバリアフリー化

子どもや障害者、高齢者を含めすべての人が安全かつ快適に移動ができる

よう、市電・市バス、桜島フェリーにおいて、超低床電車やノンステップバス

の運行、バリアフリー船の運航を行うほか、旅客施設等のバリアフリー化に努

めます。

また、民間の交通事業者とも連携を図りながら、バリアフリーに配慮した車

両の導入等に努めます。

（４）高齢者や障害者等に対する移動手段の確保

地域住民の買物や通院など日常生活における交通手段を確保するため、公

共交通不便地域においてコミュニティバス等を運行します。

また、敬老パスや友愛パスの交付のほか、福祉有償運送の利用促進など、高

齢者や障害者の移動手段の確保に努めます。

取組の方向２ 誰もが暮らしやすい生活環境の整備
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第５章 成年後見制度利用促進計画

１ 計画策定の趣旨

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分にな

った人の生活や権利を守り、地域で自分らしく安心して暮らせるように支援する制度

で、本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申

立てをして、後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力の

あるうちに、あらかじめ任意後見契約を締結し、判断能力が不十分になったときの任

意後見人を決めておく「任意後見制度」があります。

国は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること

を目的として、平成２８（2016）年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律を施

行し、平成２９（2017）年３月に成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。

同法第１４条第１項において、市町村は、国の計画を勘案して、成年後見制度の利用

の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされているこ

とから、本章を同法に基づく計画として位置づけ、関係機関等と連携を図りながら、成

年後見制度の利用促進を図ることとします。

２ 本市の現状

  本市の高齢化率は２８．３％（令和２年国勢調査）となっており、今後も高齢化の

進行が見込まれるほか、認知症高齢者や知的・精神の障害者手帳所持者も増加傾向に

あります。

  本市では、成年後見制度の市長による審判の申立や後見人等への報酬助成を行って

いるほか、平成３０（2018）年１０月には、成年後見センターを設置し、関係機関等と

連携を図りながら、成年後見制度に関する相談、制度の利用支援、広報啓発に取り組

んでいます。

なお、鹿児島家庭裁判所管内における令和２年中の申立件数は３７７件、利用者数

は３，２３６人となっており、類型別で見ると後見が最も多くなっています。

鹿児島家庭裁判所管内における成年後見制度申立件数の推移

（単位：件）

類型 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年

後見 ３１７ ２９３ ３２０ ３１５ ２６７

保佐 ６１ ５８ ７２ ７０ ７７

補助 １２ １６ １６ ２１ ２３

任意後見 ２ ４ １ ５ １０

合計 ３９２ ３７１ ４０９ ４１１ ３７７

（提供：鹿児島家庭裁判所）
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成年後見センターの概要

１ 目的

  認知症や知的・精神障害等により成年後見人等による支援が必要な人を適切に成年後

見制度の利用につなげるための支援を行い、これらの方々が地域で安心して暮らせるよ

う成年後見制度の利用促進を図ります。

２ 開所日時

  月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで

  （休日及び１２月２９日～１月３日を除く）

３ 主な業務内容

（１）成年後見制度に関する相談及び利用支援

  ① 相談員による相談

    センターの相談員が、成年後見制度の説明や利用手続きの助言など制度に関する

相談に電話・面談・訪問で応じます。

② 専門職による相談

   法律的な知識や判断が必要な成年後見制度に関する相談について、弁護士又は司

法書士が面談で応じます。

  ③ 専門ケース会議

    総合的な専門的知見が必要な事案について、市や専門職団体等を構成メンバーと

する会議で、成年後見制度の必要性や適切な支援内容を検討し、相談者に助言を行

います。

（２）成年後見制度に関する広報及び啓発

  ① 講演会、講座等の開催

② 地域での研修会等に講師として相談員を派遣

③ 病院や介護施設等への訪問による周知広報

④ パンフレット等の作成

本市における成年後見制度市長申立や後見人等への報酬助成の状況

（単位：件）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

市長申立 ４４ ２６ ２７ ２６ ２７

報酬助成 ３５ ５５ ７７ １０９ １２７

鹿児島家庭裁判所管内における成年後見制度利用者数の推移

（単位：人）

類型 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年

後見 ２，４７６ ２，５３３ ２，５９７ ２，６４３ ２，６２７

保佐 ３５０ ３８７ ４２２ ４６６ ４９７

補助 ６４ ７５ ７８ ９１ ９６

任意後見 ２２ ２２ １８ １５ １６

合計 ２，９１２ ３，０１７ ３，１１５ ３，２１５ ３，２３６

（提供：鹿児島家庭裁判所）
※各年１２月末時点
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３ 課題

  国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえた本市の課題を整理しました。

（１）成年後見制度の地域連携ネットワークの構築等

市民の権利や利益が守られるためには、成年後見制度の適切な利用が必要とな

ります。

そのため、制度の利用が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげるため

に、本人に身近な福祉・医療・地域の関係者が必要な対応を行う体制を構築する

とともに、福祉・法律の専門職団体が専門的助言・相談対応等の支援に加わる仕

組みを整備する必要があります。

また、認知症高齢者等の増加傾向により、成年後見人等の需要が増すことが見

込まれ、後見人等の担い手の確保が必要となります。

（２）利用者がメリットを実感できる制度運用

成年後見制度において、後見人等による財産管理の側面のみを重視するのでは

なく、本人の意思をできるだけ丁寧にくみ取って、その生活を守り権利を擁護し

ていく意思決定支援・身上保護の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる

制度・運用としていく必要があります。

（３）制度理解と不正防止の仕組み

現状の成年後見制度において、社会生活上で大きな支障が生じていない場合や、

又は生じている場合であっても、制度の周知が進んでいないために、利用に至ら

ないといった実情があります。

そのため、制度の広報及び周知を図り、制度の利用が必要な人に利用してもら

える環境づくりが必要となります。

また、利用者が安心かつ安全に利用できるように、家庭裁判所の監督はもちろ

んのこと、本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が連携して支援を行う

必要があります。

４ 主な取組

（１）成年後見制度の地域連携ネットワークの構築等

  ① 地域連携ネットワークの構築

制度の利用が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげるために、福祉・医

療・地域のさまざまな団体等の既存のネットワークに、金融機関や司法関係団体

等を加えた地域連携の仕組みを構築します。

また、本人の状況に応じて、本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者と後

見人等が協力して日常的に本人を見守ることで、本人の意思や状況を継続的に把

握し、必要な対応を行う体制をつくり、福祉・法律の専門職団体や関係機関等が

専門的助言・相談対応等の支援に加わる仕組みを整備します。
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※協議会を構成する構成団体より必要に応じてチーム支援に加わる。

地域連携ネットワークのイメージ図

成年後見制度推進協議会

家族・親族

民生委員・児童委員

ボランティア

医療機関

介護・福祉サービス事業者

福祉関係者

（介護支援専門員、相談支援専門員等）

本人 後見人等

家庭裁判所

金融機関

医療・福祉

関係団体

民間団体

ＮＰＯ 等

弁護士会

司法書士会

社会福祉士会 等

民生委員・児童委員

町内会 等地域関係団体

社会福祉協議会（県・市）

障害者基幹相談支援センター

地域包括支援センター

チーム

チームのイメージ図

助言

チームとは‥

本人に身近な関係者と後見人等が

一緒になって、日常的に本人を見

守り、本人の意思や状況を継続的

に把握し必要な支援を行う体制

支援

連携

支援

支援支援
支援

中核機関

鹿児島市

（司令塔機能）

成年後見センター

（進行管理機能）
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② 体制の整備

   ア 中核機関の設置・運営

中核機関は、地域連携ネットワークが、広報機能、相談機能、成年後見制度利

用促進機能、後見人支援機能を効果的に果たすための司令塔として事務局を担

います。

本市では、政策的な判断・対応を行う市と、支援の実践・連携を担う成年後見

センターを中核機関と位置づけます。

  

     

   イ 鹿児島市成年後見制度推進協議会の運営

協議会は、法律・福祉の専門職団体や関係機関等で構成されています。

事務局は中核機関が担い、団体間の連携強化を図るとともに、中核機関の取

り組み等に関する協議や成年後見制度の利用促進に関する協議、チームへの支

援等を通じて把握した課題の情報共有や必要な支援策の検討等を行います。

   

③ 「チーム」による対応

    「チーム」とは、本人に身近な関係者と後見人等が一緒になって、日常的に本

人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な支援を行う体制です。

後見等開始前は、本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が「チーム」で

見守りを行い、後見等開始後は、法的な権限を有する後見人等が「チーム」に加わ

り、日常的な関わりを通して本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し、意

思を尊重した財産の管理や身上の保護を行えるようにします。

また、後見人等が安心して適切に業務に取り組めるよう、中核機関を中心とす

る地域連携ネットワークを活用した相談しやすい環境づくりに努めます。

④ 市民後見人の育成及び担い手の確保

市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格は持たないものの、社会貢献へ

の意欲や倫理観が高い一般市民の中で、成年後見に関する一定の知識・態度を身

に付けた第三者後見人等の候補者を指します。

今後、認知症高齢者等の増加傾向により、制度の利用が必要な人の増加が見込

地域連携ネットワーク及び中核機関が果たす４つの機能

機能を果たすために整備を図る主な取組

①成年後見制度にかかる講演会、講座等の開催

②研修会等に講師として相談員を派遣

①相談員や専門職による相談支援

②適切な制度利用に繋げる関係機関へのつなぎ

①本人の特性を踏まえた後見人等の選任支援（受任調整）

②市民後見人の育成

③地域連携ネットワークの「チーム」、「協議会」運営の司令塔

後見人支援機能 後見人支援について、必要に応じて関係機関への連絡・協議

※成年後見センターにおいて、広報機能、相談機能については既に整備済みで、成年後見制度

　利用促進機能、後見人支援機能については、今後、段階的・計画的に整備します。

広報機能

相談機能

成年後見制度

利用促進機能
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まれることから、専門職後見人の不足に対処するため、県や家庭裁判所と連携を

図りながら、市民後見人の育成等について検討します。

（２）メリットを実感できる制度運用

  ① 支援が必要な人の早期発見と把握・早期対応

本人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者や地域連携ネットワークにより、

支援が必要な人を早期に発見し、本人の意思や状況を継続的に把握することで、

制度利用につなげるよう支援を行います。

② 本人の意思決定支援及び身上保護と財産管理

後見人等が利用者に対し、財産管理の側面のみではなく、できる限り丁寧に本

人の意思をくみ取り、権利を擁護していく意思決定支援・身上保護も重視してい

くために、「チーム」による支援体制の構築を図ります。

また、中核機関が本人を取り巻く支援の状況等を家庭裁判所に的確に伝え、本

人の特性を十分に踏まえた後見人等が選任されるようにするための検討を行いま

す。

③ 成年後見制度と他のサービスとの連携

適切な後見類型等の選択など、必要な制度利用につなげるとともに、法定後見

制度だけでなく任意後見制度の周知も行い、本人の意思を反映しながら、それぞ

れの状況に応じた制度の利用を進めます。

また、県社会福祉協議会で行われている「福祉サービス利用支援事業（日常生

活自立支援事業）」と連携し、対象者の状況に応じて、スムーズに成年後見制度へ

の移行を図ります。

④ 成年後見制度利用支援

  ア 市長による審判の申立（市長申立）

判断能力が十分でない人が後見人等を必要な状況であるにも関わらず、本人

や親族等による申立てを行うことが難しい場合に、市長が家庭裁判所に後見人

等の選任の申立てを行うことで、制度の利用につなげます。

イ 後見人等への報酬助成

成年後見制度を利用している人で、親族以外の第三者に対する報酬の支払い

が難しい場合に、本市が報酬助成を行うことで、安心して制度を利用できるよ

うに支援します。

（３）制度理解と不正防止の仕組み

① 制度の理解と利用促進

医療・介護・福祉サービスの専門職や事業所等へ、制度の利用が必要な人に対し

て支援が行われるよう制度の周知や普及啓発に努めます。

また、市民や事業所等を対象として、講演会や講座を開催するほか、研修会等へ
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相談員の派遣を行うなど、制度の理解と利用促進を図ります。

② 不正防止につながる仕組み

成年後見制度が利用者にとって、安心かつ安全な制度となるためには、監督機

能の充実・強化が必要になります。

家庭裁判所の監督はもちろんのこと、地域連携ネットワークにおける「チーム」

での対応や支援を行うことで、不正の未然防止や早期発見につながります。
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第６章 再犯防止推進計画

１ 計画策定の趣旨

  犯罪や非行をした人の中には、安定した仕事や住居がないことなどから、社会復帰

に向けた支援を十分に受けられずに、地域で孤立し、犯罪を繰り返してしまう人も少

なくありません。

再犯を防止し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、犯罪や非行

をした人を孤立させずに、社会復帰を支援していくことが必要です。

国は、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民が犯罪による

被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目

的として、平成２８（2016）年に再犯の防止等の推進に関する法律を施行し、平成２９

（2017）年１２月に再犯防止推進計画を策定しました。

同法第８条第１項において、都道府県及び市町村は、国の計画を勘案して、再犯の防

止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めることとされており、県は、

平成３１（2019）年３月に鹿児島県再犯防止推進計画を策定しました。

本章を同法に基づく計画として位置づけ、県再犯防止推進計画に基づいて、関係機

関等と連携を図りながら、犯罪や非行をした人の社会復帰に関する施策の推進を図る

こととします。

なお、再犯防止推進計画の対象者は、同法第２条第１項で定める犯罪をした者等と

します。

２ 本市の現状

  市内３警察署管内における刑法犯の検挙人員（少年を除く。）は、概ね６００人で推

移しており、そのうち再犯者率は５割を超える状況が続いています。

また、刑法犯の犯行時の無職者の割合も５割近くで推移しています。

再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋）

（定義）

第２条 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年（非行のあ

る少年をいう。以下同じ。）若しくは非行少年であった者をいう。
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     （法務省矯正局提供データを基に鹿児島市作成）
※市内３警察署（中央・西・南）管内における合計であり、本市域分とは一致しない。
※刑法犯の検挙人員は少年を除いた人数で、無職者率は学生・生徒等を除いた割合。

３ 課題

  国及び県の再犯防止推進計画を踏まえた本市の課題は次のとおりです。

（１）国・県・民間団体等との連携強化

（２）就労・住居の確保

（３）保健医療・福祉サービスの利用の促進

（４）非行の防止と、学習支援等の実施

（５）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進
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５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進
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４ 主な取組

（１）国・県・民間団体等との連携強化

鹿児島保護観察所や鹿児島地方検察庁、法務少年支援センターかごしま（鹿児島少

年鑑別所）、県のほか、鹿児島保護区保護司会等と定期的に情報交換・情報共有を行

うなど、国・県・民間団体等との連携を強化します。

（２）就労・住居の確保のための取組

保護観察対象者等に対する就労支援のほか、住居確保給付金の支給や市営住宅の

提供、建設工事等競争入札参加者の格付や総合評価落札方式による一般競争入札の

採点における鹿児島県協力雇用主等に対する優遇措置など、就労・住居を確保するた

めの取組を推進します。

（３）保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組

支援を必要とする人に対して、高齢者福祉や障害者福祉、生活困窮者の自立支援等

の保健医療・福祉サービスを適切に提供していくため、相談支援や情報提供のさらな

る充実を図ります。

（４）非行の防止と、学習支援等の実施のための取組

民生委員・児童委員による相談・見守り活動や少年補導委員による街頭補導活動、

社会教育指導員による電話相談を行うなど、児童生徒の非行の未然防止や不登校児

童生徒の中で希望する家庭に学習支援員の派遣をするなどの取組を推進します。

（５）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組

鹿児島保護区保護司会が行う保護観察活動の研究や犯罪予防活動の促進及び更生

保護事業の普及宣伝を支援するほか、「社会を明るくする運動」への参加を通じて、

再犯防止に関する理解促進を図るなど、民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の

推進のための取組を推進します。
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■犯罪や非行をした人の社会復帰を支える関係機関等

関係機関等 概要

保護観察所
犯罪をした人又は非行のある少年が、社会の中で更生するよう

に、保護観察官及び保護司による指導と支援を行っている。

地方検察庁

起訴を猶予された人、罰金・科料になった人、裁判において刑の

全部の執行を猶予された人等で、福祉的支援が必要な人につい

て、関係機関と連絡調整を図り、適切な支援につないでいる。

法務少年支援センター

（少年鑑別所）

非行・犯罪に関する問題や、思春期の子どもたちの行動理解等に

関する知識やノウハウを活用し、本人や家族などからの相談に

応じているほか、青少年の健全育成に携わる関係機関と連携を

図りながら、地域における非行・犯罪の防止に関する活動や健全

育成に関する活動の支援を行っている。

保護司／保護司会

犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランテ

ィアで、それぞれに配属された保護区において保護司会に加入

し、研修、犯罪予防活動、関係機関との連絡調整、広報活動など

の組織的な活動を行っている。

更生保護施設

刑務所や少年院等から釈放された人や保護観察中の人で、帰る

家がない、現在の住居では更生が妨げられる等の事情から自立

更生が困難な人に対し、一時的に、宿泊場所や食事の提供等を行

う民間の施設。

更生保護女性会

地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとと

もに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少

年の改善更生に協力することを目的とする女性によるボランテ

ィア団体。

ＢＢＳ会

(Big Brothers

and Sisters Movement）

さまざまな問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在と

して接しながら、少年が自分自身で問題を解決し、健全に成長し

ていくことを支援する青年ボランティア団体。

協力雇用主
犯罪をした人などの自立及び社会復帰に協力することを目的と

して、犯罪をした人などを雇用する民間の事業主。

地域生活定着支援センター

高齢又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施

設退所予定者及び退所者等に対し、保護観察所や関係機関等と

連携・協働しながら、地域の中で自立した日常生活や社会生活を

営むことができるように支援を行っている。
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第７章 地区福祉計画

１ 地区福祉計画について

（１）地区の区分

   本市は、多様な特性を備えた地域によって構成されていることから、行政所管区

域を基本に市域を、「中央地区」、「谷山地区」、「伊敷地区」、「吉野地区」、「吉田地区」、

「桜島地区」、「喜入地区」、「松元地区」、「郡山地区」の９地区に区分します。

（２）計画の内容

   基本理念や基本目標の実現に向けて、地区ごとの特色や課題を踏まえながら、各

取組方針に基づき、地域福祉を推進していくものです。

なお、計画の内容は、地区ごとに設置された地区福祉推進会議において検討が行わ

れたもので、地区ごとに特色ある表現で記載しています。

（３）地区福祉計画の取組の推進にあたって

   地区福祉計画の取組を進めるにあたっては、校区社会福祉協議会や地域コミュニ

ティ協議会、町内会、地区民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ、ボランティア

団体、ＮＰＯ法人など、地域の関係団体が緊密に連携を図りながら、地域が一体と

なって取り組むことが重要です。

   また、地域福祉館等や地域福祉支援員は、地域の関係団体に対して、福祉活動に

関する助言や情報提供を行うなど、地区福祉計画の取組を一層推進します。
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＜地区の区分＞
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＜地区の内訳＞                     【 】は総合計画における地区の区分

地区 町丁目

中央

【中央地区】

名山町、平之町、東千石町、西千石町、中町、金生町、照国町、泉町、住吉町、堀江町、大黒町、

呉服町、新町、船津町、城南町、松原町、南林寺町、甲突町、錦江町、新屋敷町、樋之口町、

山之口町、千日町、加治屋町、中央町、上之園町、上荒田町

【上町地区】

坂元町、西坂元町、東坂元１～４丁目、清水町、衹園之洲町、皷川町、池之上町、稲荷町、

春日町、柳町、浜町、上竜尾町、下竜尾町、冷水町、長田町、大竜町、上本町、小川町、

本港新町、易居町、山下町、城山町、玉里団地１～３丁目、若葉町、吉野町の一部（磯、花倉、

三船、竜ヶ水及び平松）

【鴨池地区】

高麗町、荒田１～２丁目、与次郎１～２丁目、下荒田１～４丁目、天保山町、鴨池新町、

鴨池１～２丁目、唐湊３～４丁目、郡元町、郡元１～３丁目、南郡元町、東郡元町、真砂町、

真砂本町、三和町、南新町、日之出町、紫原１～６丁目、西紫原町、桜ヶ丘７～８丁目、

宇宿１～９丁目、中央港新町、新栄町、向陽２丁目

【城西地区】

城山１～２丁目、新照院町、草牟田町、草牟田１～２丁目、玉里町、永吉１～３丁目、

明和１～５丁目、原良町、原良１～７丁目、薬師１～２丁目、城西１～３丁目、

鷹師１～２丁目、常盤町、常盤１～２丁目、西田１～３丁目

【武・田上地区】

武１～３丁目、唐湊１～２丁目、紫原７丁目、向陽１丁目、広木１～３丁目、田上町、

田上１～８丁目、田上台１～４丁目、西別府町、武岡１～６丁目、西陵１～８丁目、

小野町の一部（西之谷）

谷山

【谷山北部地区】

五ヶ別府町、星ヶ峯１～６丁目、皇徳寺台１～５丁目、山田町、中山町、中山１～２丁目、

自由ヶ丘１～２丁目、桜ヶ丘１～６丁目、小原町、魚見町、東谷山１～７丁目、

清和１～２丁目、希望ヶ丘町、小松原１～２丁目、東開町

【谷山地区】

西谷山１～４丁目、清和３～４丁目、上福元町、谷山中央１～８丁目、下福元町、慈眼寺町、

和田１～３丁目、平川町、卸本町、南栄１～６丁目、七ッ島１～２丁目、谷山港１～３丁目、

錦江台１～３丁目、坂之上１～８丁目、光山１～２丁目

伊敷

伊敷町、伊敷１～８丁目、伊敷台１～７丁目、西伊敷１～７丁目、千年１～２丁目、

花野光ヶ丘１～２丁目、下伊敷町、下伊敷１～３丁目、小野町（西之谷を除く。）、

小野１～４丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町

吉野
岡之原町、緑ヶ丘町、川上町、下田町、吉野町（磯、花倉、三船、竜ヶ水及び平松を除く。）、

吉野１～２丁目、大明丘１～３丁目

吉田 西佐多町、東佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡１～３丁目

桜島

桜島赤水町、桜島赤生原町、桜島小池町、桜島西道町、桜島白浜町、桜島武町、桜島藤野町、

桜島二俣町、桜島松浦町、桜島横山町、新島町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、

黒神町、高免町

喜入 喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入生見町、喜入前之浜町、喜入町、喜入一倉町

松元 石谷町、入佐町、上谷口町、直木町、春山町、福山町、松陽台町、四元町、平田町

郡山 花尾町、有屋田町、川田町、郡山町、郡山岳町、西俣町、東俣町、油須木町
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＜地区の人口・世帯数・高齢化率＞

※各年度４月１日時点の住民基本台帳人口

H29年度 R3年度 増減 H29年度 R3年度 増減 H29年度 R3年度 増減

中央 291,362 288,872 ▲ 2,490 151,442 154,556 3,114 25.2 27.1 1.9

谷山 161,879 162,147 268 71,815 74,560 2,745 21.5 24.5 3.0

伊敷 52,014 49,667 ▲ 2,347 24,241 23,910 ▲ 331 29.7 33.2 3.5

吉野 49,023 50,620 1,597 21,988 23,246 1,258 28.4 29.4 1.0

吉田 10,791 10,132 ▲ 659 5,116 5,197 81 31.7 38.0 6.3

桜島 4,469 3,863 ▲ 606 2,426 2,243 ▲ 183 45.9 50.1 4.2

喜入 11,497 10,850 ▲ 647 5,376 5,317 ▲ 59 34.6 38.6 4.0

松元 16,277 17,258 981 6,466 6,981 515 21.8 22.8 1.0

郡山 7,479 7,002 ▲ 477 3,582 3,519 ▲ 63 35.9 40.5 4.6

市全体 604,791 600,411 ▲ 4,380 292,452 299,529 7,077 25.3 27.7 2.4

地区
人口（人） 世帯数（世帯） 高齢化率（％）
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＜地区の取組方針一覧＞

地区 取組方針

中央

① 地域福祉を支える担い手の確保と支え合う地域づくり

② 高齢者の生きがいづくりとひとり暮らし高齢者や認知症高齢者に対する支援

③ 子育て支援の充実と児童虐待防止

④ 障害者への支援の充実

⑤ 安心安全な地域づくり

⑥ ひきこもりや生活困窮者への支援

谷山

① 世帯の状況に応じた子育て支援やサポート環境の構築

② 地域住民の交流促進や情報共有の強化

③ 福祉活動に携わる人材の掘り起こしと活動の支援

④ 安心して暮らせる地域づくりのための協力体制の構築

⑤ 障害者を支える人材の確保とネットワークの構築

⑥ 高齢者を見守る体制づくりや社会参加の促進

伊敷

① 地域住民同士の交流促進と地域のつながりの強化

② 地域の課題や情報の共有と福祉関連情報の発信

③ 支援を必要とする住民を関係団体や地域全体で支える体制づくり

④ ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等への支援

⑤ 福祉活動を推進する人材の確保と育成

⑥ 安心安全な地域づくり

吉野

① 地域活動への理解と担い手の育成

② 連携した相談対応とわかりやすい支援情報の提供

③ 安心安全な地域づくり

④ 子育て支援の充実と児童虐待防止

⑤ 高齢者の生きがいづくりと介護予防

⑥ 障害者等への支援と交流促進

吉田

① 地域福祉を支える担い手の確保と支え合う地域づくり

② 高齢者の生きがいづくりや認知症等に対する支援

③ 子育て支援の充実

④ ひきこもりや生活困窮者への支援

⑤ 安心安全な地域づくり

⑥ 効果的な情報発信

桜島

① 安心安全な地域づくり

② 福祉活動に携わる人材確保と地域や世代間の交流を通じて共に助け合う心の醸成

③ 見守り体制の充実による高齢者等の孤立を防ぐための環境づくり

④ 子育て支援の充実と児童虐待防止

⑤ ひきこもりや生活困窮者等への支援

⑥ 施設の有効活用と福祉情報の提供



52

地区 取組方針

喜入

① 地域のつながりの強化

② 高齢者や障害者に対する見守り活動の推進

③ 健康づくりや元気づくりの推進

④ 安心安全な地域づくり

⑤ 子育て支援と子どもの安全な環境づくり

⑥ 既存施設の有効活用

松元

① 地域内交流と世代間交流の促進による担い手の掘り起こしや育成

② 福祉に関する情報発信の充実

③ 安心安全な地域づくり

④ 高齢者や障害者の生活支援や健康づくり

⑤ 子育て支援の充実

⑥ ひきこもりや生活困窮者等への支援

郡山

① 援助の必要な世帯の把握と支援

② 子育て支援の充実

③ 女性の意見を福祉活動に取り込む体制づくり

④ 福祉活動を行う人材の掘り起こしと育成

⑤ 地域住民への効率的な福祉情報の発信

⑥ 支援体制の連携と情報提供

※計画の内容は、地区ごとに設置された地区福祉推進会議において検討が行われたもので、地区ご

とに特色ある表現で記載しています。
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中央地区

（１）特色

本市の中央部に位置し、人口と世帯数が９地区の中で最も多い地区です。

人口は２８万９千人で減少傾向にあり、高齢化率は２７．１％で、市全体をやや

下回っています。

原良団地や玉里団地などにおいて、同世代が一斉に入居したことや子世代が転出

したことにより高齢化が進むなど、活力の低下が懸念されています。

  

（２）主な課題

  ① 地域福祉を支える担い手の減少と地域のつながりの希薄化

  ② 進行する高齢化への対応

  ③ 育児不安の増大や子育ての孤立化

  ④ 障害者が安心・快適に暮らせる地域づくり

  ⑤ 災害・事故・犯罪への対応

  ⑥ ひきこもりや生活困窮者への対応
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■中央地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

■中央地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(14.8%)、災害対策(14.8%)、防犯対策(12.4%)

  【民生委員】住民同士の交流(32.9%)、災害対策(27.8%)、

ひきこもりの方への支援(26.0%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】福祉に関する情報提供の充実(34.1%)、地域での人のつながり(29.7%)、

     福祉に関する相談窓口の充実(20.0%)

  【民生委員】地域での人のつながり(60.7%)、地域のリーダー(31.9%)、

       福祉に関する情報提供の充実(27.8%)

■中央地区福祉推進会議での主な意見等

・中央地区は、色々な組織や団体がある地

区で、マンションも多く、情報提供が難

しい。

・民生委員は、認知度はあっても活動内容

までは知られていない。

・校区社会福祉協議会の認知度が低い。

・災害が多くなっている中、地域の人と顔

見知りになることが大事だ。

・地域での高齢者の把握が難しくなってき

ている。

（年度）

（人） （％）
288,872 人291,362 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 地域福祉を支える担い手の確保と支え合う地域づくり

   ◆町内会への加入促進による人材の発掘

   ◆ホームページやＳＮＳを活用した情報発信

   ◆地域の関係団体の各種交流の推進

   ◆世代や分野を超えた幅広い交流の推進

   ◆地域福祉館の利用促進による地域福祉ネットワークの充実

   ◆民生委員・児童委員との連携強化

   ◆市社会福祉協議会と連携したボランティア活動の推進

  ② 高齢者の生きがいづくりとひとり暮らし高齢者や認知症高齢者に対する支援

   ◆高齢者の健康づくりの推進

   ◆生涯学習や各種イベント等への高齢者の参加促進と高齢者クラブへの加入促進

   ◆地域包括支援センターと連携した高齢者への各種支援

◆介護講習会への参加促進と介護する家族への支援

◆ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の把握や日常的な見守り活動

   ◆認知症に関する正しい理解の促進

  ③ 子育て支援の充実と児童虐待防止

   ◆子育てサロンや育児サークル活動の活性化

◆各種イベント等への子育て世帯の参加促進

◆子育て支援施設と連携した子育て世帯への各種支援

   ◆地域の関係団体と学校等が連携した相談支援体制の充実

   ◆ひとり親家庭の把握や日常的な見守り活動

   ◆児童虐待防止に向けた地域での見守り活動

  ④ 障害者への支援の充実

   ◆障害に関する正しい理解の促進

   ◆障害者の把握や日常的な見守り活動

   ◆障害者福祉施設との交流促進

   ◆各種イベント等への障害者の参加促進

   ◆集会施設等のバリアフリー化の推進

  ⑤ 安心安全な地域づくり

   ◆地域の危険箇所の情報共有

   ◆防災訓練への参加促進

◆災害時の避難行動要支援者への支援

   ◆防犯パトロールや登下校時の見守り活動の推進

   ◆高齢者を特殊詐欺や悪質商法から守るための活動の推進

  ⑥ ひきこもりや生活困窮者への支援

   ◆ひきこもりに関する理解の促進

   ◆ひきこもりの日常的な見守り活動と家族への支援

◆生活困窮者の日常的な見守り活動
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谷山地区

（１）特色

本市の南部に位置し、人口と世帯数が中央地区に次いで多い地区です。

人口は１６万２千人で、ほぼ横ばいで推移しており、高齢化率は２４．５％で、松

元地区に次いで低くなっています。

桜ヶ丘団地や皇徳寺ニュータウンなどにおいて、同世代が一斉に入居したことや

子世代が転出したことにより高齢化が進むなど、活力の低下が懸念されている一方、

子育て世代の流入等により、保育需要が高まっている地域もあります。

  

（２）主な課題

① 親子で育ち合う環境づくりと子育て支援の充実

② 地域で助け合える絆の構築

③ 地域福祉を支える人材の確保・育成

④ 誰もが安心安全に暮らせる地域づくり

⑤ 障害者のよりよい地域生活のための支援の充実

⑥ 地域における高齢者の生活支援と見守り体制の確立
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■谷山地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■谷山地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(17.0%)、災害対策(16.7%)、子育て支援(13.9%)

  【民生委員】住民同士の交流(41.4%)、災害対策(28.2%)、

ひきこもりの方への支援(25.1%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(33.9%)、福祉に関する情報提供の充実(30.6%)、

     地域の福祉活動を支援する専門員の充実(21.3%)

  【民生委員】地域での人のつながり(70.9%)、福祉に関する情報提供の充実(33.0%)、

地域のリーダー(31.3%)

■谷山地区福祉推進会議での主な意見等

・谷山地区は子育て世帯が多い地区であ

り、子育て支援体制の構築は重要であ

る。

・若い方たちは町内会に入らず、子育てサ

ロンに参加する人も限られている。

・若い時に市営住宅の上の階に入居した人

たちが、現在、高齢者となり、ゴミ出し

や病院に行きにくくなっている。

・親の年金で生活している５０代の無職の

子への支援が難しい。
※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

162,147 人161,879 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 世帯の状況に応じた子育て支援やサポート環境の構築

   ◆子育て世代の情報交換の機会づくり

   ◆子育て支援施設での育児相談や勉強会等の情報発信

   ◆共働き家庭やひとり親家庭への支援の充実

   ◆子育て支援ネットワークの構築と推進

   ◆子育て経験者や専門的な知識を持った人材との交流による意識向上

  ② 地域住民の交流促進や情報共有の強化

   ◆地域での交流や助け合い活動による絆づくり

   ◆地域ふれあい交流助成事業等を活用した世代間交流の推進

   ◆広報紙等を活用した転入者や未加入者の町内会への加入促進

   ◆地域の関係団体の交流や情報共有

   ◆ひきこもりや生活困窮者の把握や日常的な見守り活動

  ③ 福祉活動に携わる人材の掘り起こしと活動の支援

   ◆あらゆる世代が福祉活動に参加しやすい環境づくり

   ◆町内会等への加入促進による人材の発掘

   ◆広報紙やＳＮＳ等を活用したボランティア活動や研修会等の情報発信

   ◆地域で活動しているグループや協働団体の支援

   ◆民生委員・児童委員活動の支援

  ④ 安心して暮らせる地域づくりのための協力体制の構築

   ◆高齢者等の支援が必要な方の把握と支援体制づくり

   ◆地域生活課題の早期発見と対応強化

   ◆見守りネットワークの連携体制の充実

   ◆地域の危険箇所の把握と情報の周知

   ◆自主防災・防犯組織の活動の推進

  ⑤ 障害者を支える人材の確保とネットワークの構築

   ◆障害への理解の促進と支援する人材の確保

   ◆生活支援のニーズ把握と支援体制づくり

   ◆地域での自立生活の支援の推進

   ◆見守り活動等による地域で支え合える関係づくり

   ◆各種イベント等への障害者の参加促進

  ⑥ 高齢者を見守る体制づくりや社会参加の促進

   ◆高齢者支援の多様な担い手の育成と確保

   ◆地域の関係団体間の見守りネットワークの充実と情報共有

   ◆介護講習会や介護相談の充実と家族への支援

   ◆高齢者クラブ等への加入や各種イベント等への参加促進

   ◆地域包括ケアシステムの構築と推進

   ◆認知症に関する正しい理解の促進
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伊敷地区

（１）特色

本市の北西部、甲突川の中流域に位置し、幹線道路沿道や甲突川沿岸の限られた平

坦地と丘陵部の住宅団地、山間部の農村集落で構成されています。

人口は５万人で減少傾向にあり、高齢化率は３３．２％で増加傾向にあり、市全体

より高くなっています。

伊敷団地や千年団地などにおいて、同世代が一斉に入居したことや子世代が転出

したことにより高齢化が進むなど、活力の低下が懸念されています。

  

（２）主な課題

  ① 地域コミュニティの更なる連携強化

② 福祉に関する情報提供の充実

③ 支援を必要とする住民への支援体制の強化

④ 高齢者への支援の強化

⑤ 地域を支える人材の高齢化と後継者不足

⑥ 高齢者・障害者・子どもが安心して暮らせる環境づくり
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■伊敷地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■伊敷地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(16.1%)、住民同士の交流(14.3%)、災害対策(14.3%)

  【民生委員】住民同士の交流(32.3%)、災害対策(28.0%)、認知症の方への支援(25.8%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(36.5%)、福祉に関する情報提供の充実(30.4%)、

        福祉に関する相談窓口の充実(23.5%)

  【民生委員】地域での人のつながり(67.7%)、地域のリーダー(31.2%)、

       地域の福祉活動を支援する専門員の充実(25.8%)

■伊敷地区福祉推進会議での主な意見等

・校区社会福祉協議会と地域コミュニティ

協議会が、もっと連携しながら活動して

いかなければいけない。

・４０～５０歳代の現役世代の人達に、福

祉に関心を持って参加してもらう機会を

作れば、そこから後継者が育っていくの

ではないか。

・地域の人達への朝晩の挨拶や声掛けも、

地域福祉だと思う。

※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

49,667 人
52,014 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

① 地域住民同士の交流促進と地域のつながりの強化

   ◆関係団体と町内会の連携による魅力ある町内会活動の情報発信と町内会への加入促進

   ◆校区運動会や文化祭等の地域のイベントへの参加促進

   ◆敬老会や町内会のグラウンドゴルフ大会等への子どもたちの参加促進

   ◆保育所等と高齢者クラブ等との交流促進

   ◆児童を含めた地域のボランティア活動への参加促進

   ◆地域コミュニティ協議会と校区社会福祉協議会が連携した福祉活動への参加促進

   ◆子育てサロンへの参加促進

  ② 地域の課題や情報の共有と福祉関連情報の発信

   ◆地区内の危険箇所の把握と地域住民への情報提供

   ◆福祉マップの作成と活用

   ◆関係団体の福祉に関する活動の地区住民への効果的な情報提供

   ◆ホームページやＳＮＳを活用した情報発信

  ③ 支援を必要とする住民を関係団体や地域全体で支える体制づくり

   ◆高齢者や障害者の把握調査や訪問活動

   ◆災害時の避難行動要支援者の支援体制づくり

   ◆緊急連絡先カード等の普及促進

   ◆支え合いマップ等による見守りに関するネットワーク体制づくり

   ◆ひとり親家庭の相談支援体制の充実

   ◆児童虐待防止に向けた地域での見守り活動

  ④ ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等への支援

   ◆認知症への正しい理解の促進と支援体制の充実

   ◆声掛け等の見守り活動の推進

◆介護講習会への参加促進

◆高齢者クラブやお達者クラブ等への参加促進

   ◆保健センターとの連携による健康づくりの推進

  ⑤ 福祉活動を推進する人材の確保と育成

   ◆町内会への加入促進と人材の掘り起こしや育成

   ◆福祉活動を担う次世代への働きかけと地域住民が参加しやすい環境づくり

   ◆市社会福祉協議会と連携したボランティア活動の推進

   ◆地域内の関係団体の交流促進

  ⑥ 安心安全な地域づくり

   ◆登下校の児童の見守り活動への参加

   ◆防犯パトロール等への参加促進

   ◆あいさつ運動の推進による地域全体での子どもの見守り

   ◆特殊詐欺や悪徳商法から高齢者等を守るための情報提供

   ◆防災に関する訓練や講習会への参加促進

   ◆避難行動要支援者への避難支援
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吉野地区

（１）特色

本市の北部、稲荷川の上流域に位置し、吉野や岡之原の台地、河川沿岸の平坦地か

ら構成され、土地区画整理が進んでいる区域を中心に良好な生活環境が形成されつ

つあります。

人口は５万人で増加傾向にあり、高齢化率は２９．４％で、市全体をやや上回って

います。

大明ヶ丘団地や緑ヶ丘団地などにおいて、同世代が一斉に入居したことや子世代

が転出したことにより高齢化が進むなど、活力の低下が懸念されています。

  

（２）主な課題

  ① 地域福祉を支える担い手の減少と地域活動の衰退

② 相談の多様化と行き届かない支援情報

③ 災害、事故、犯罪、感染症への対応

④ 子どもを取り巻く環境の変化と子育てへの不安の解消

⑤ 高齢者の介護と認知症高齢者への対応

⑥ 障害者等が抱える悩みとニーズの把握
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■吉野地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■吉野地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(14.4%)、災害対策(12.9%)、住民同士の交流(12.4%)

  【民生委員】住民同士の交流(32.8%)、認知症の方への支援(31.3%)、災害対策(23.4%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】福祉に関する情報提供の充実(30.7%)、地域での人のつながり(29.2%)、

       地域の福祉活動を支援する専門員の充実(18.8%)

  【民生委員】地域での人のつながり(57.8%)、

地域の福祉活動を支援する専門員の充実(39.1%)、

福祉に関する情報提供の充実(35.9%)

■吉野地区福祉推進会議での主な意見等

・子どもの頃から地域の活動に興味を持つ

ことで、親と子どもが一緒に活動に参加

することが期待できる。

・町内会の加入率が低下していることが問

題であり、特に、転入してきた世帯の加

入率が低い。

・認知症には地域の理解が大切である。

・障害者や難病の方を支える家族や兄弟姉

妹などへの支援も検討していく必要があ

る。
※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

50,620 人49,023 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 地域活動への理解と担い手の育成

   ◆地域住民への地域活動の情報発信

   ◆町内会への加入促進による人材の発掘

   ◆地域活動への参加促進

   ◆子どもと一緒に参加できる地域活動の充実

   ◆地域の関係団体の連携強化

  ② 連携した相談対応とわかりやすい支援情報の提供

   ◆多様な相談に対応できる体制づくり

   ◆地域住民のさまざまな悩みを受け止める相談支援

   ◆民生委員・児童委員と連携した支援

   ◆支援情報の集約と提供方法の充実

   ◆ホームページやＳＮＳを活用した情報発信

  ③ 安心安全な地域づくり

   ◆地域の危険箇所の把握と見守り活動の推進

   ◆災害時の避難行動要支援者への支援と福祉施設との連携

   ◆災害等に関する正しい情報の共有

   ◆交通安全意識の向上と防災訓練や防犯活動への参加促進

   ◆感染症予防策の徹底

  ④ 子育て支援の充実と児童虐待防止

   ◆子育てに関する相談体制の充実

   ◆子育て支援施設等を活用した交流の促進

   ◆ひとり親家庭への支援の充実

   ◆支援が必要な世帯の把握と地域の関係団体が連携した見守り活動

   ◆児童虐待の早期発見と早期対応

  ⑤ 高齢者の生きがいづくりと介護予防

   ◆高齢者の地域活動やイベントへの参加促進

   ◆高齢者福祉センター等の利用促進

   ◆高齢者が地域で孤立しないための見守り活動

   ◆介護等に関する相談体制の充実

   ◆認知症に関する正しい理解の促進

  ⑥ 障害者等への支援と交流促進

   ◆支援が必要な障害者等の把握と見守り活動の推進

   ◆障害者等に関する相談体制の充実

   ◆障害者等を支える家族への支援の充実

◆障害者等の地域活動やイベントへの参加促進

   ◆障害に関する正しい理解の促進
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吉田地区

（１）特色

本市の北部に位置し、河川沿岸や幹線道路沿道の平坦地と丘陵部の住宅団地、森林

と山間部の農村集落で構成されている、緑豊かな自然環境に恵まれた田園地域です。

人口は１万人で減少傾向にあり、高齢化率は３８．０％で、伸び率が９地区で最も

大きくなっています。

牟礼岡団地などにおいて、同世代が一斉に入居したことや子世代が転出したこと

により高齢化が進むなど、活力の低下が懸念されています。

  

（２）主な課題

  ① 地域福祉を支える担い手の減少と地域のつながりの希薄化

② 進行する高齢化への対応

③ 育児不安の増大や子育ての孤立化

④ ひきこもりや生活困窮者への対応

⑤ 災害、事故、犯罪への対応

⑥ 福祉情報の充実
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■吉田地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■吉田地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(21.6%)、災害対策(17.2%)、住民同士の交流(14.2%)

  【民生委員】認知症の方への支援(28.6%)、災害対策(28.6%)、住民同士の交流(23.8%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(35.8%)、福祉に関する情報提供の充実(28.4%)、

       地域の福祉活動を支援する専門員の充実(24.6%)

  【民生委員】地域での人のつながり(66.7%)、地域のリーダー(42.9%)、

福祉に関する研修・人材育成(42.9%)

■吉田地区福祉推進会議での主な意見等

・地域のリーダーとなる人材の確保が重要

である。

・地域の活動に参加しやすいような雰囲気

を作っていくことが重要である。

・校区社会福祉協議会が見守り活動等を行

っているが、地域住民に情報が行き届い

ていない。

・ひきこもりへの対応は、本人が支援を受

け入れないこともあり、対応が難しい。

※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

10,132 人
10,791 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 地域福祉を支える担い手の確保と支え合う地域づくり

   ◆町内会への加入促進による人材の発掘

   ◆地域住民が親睦を深め共に支え合う環境づくりの推進

◆あらゆる世代が参加できる交流の場の充実

   ◆地域住民が気軽に交流できるイベントの開催

   ◆ボランティア活動への参加促進

◆福祉活動の推進拠点としての吉田福祉センターの利用促進

  ② 高齢者の生きがいづくりや認知症等に対する支援

   ◆高齢者クラブやお達者クラブ等への参加促進

◆高齢者いきいきポイント制度の活用によるボランティア活動への参加促進

◆認知症に関する正しい理解の促進

◆ひとり暮らし高齢者の見守り活動の実施

◆介護に関する講座等への参加促進

  ③ 子育て支援の充実

   ◆子育て世代の相互交流が図られる場の提供

◆子育てサロンへの参加促進

◆育児相談や子育てサロン等を活用した情報提供の充実

◆ひとり親家庭の見守り活動の推進

  ④ ひきこもりや生活困窮者への支援

   ◆ひきこもりや生活困窮者の見守り活動の実施

   ◆ひきこもりや生活困窮者に関する相談支援機関の情報提供の充実

   ◆ひきこもりや生活困窮者に関する地域の関係団体の連携の促進

  ⑤ 安心安全な地域づくり

◆避難行動要支援者の状況把握と災害時の避難支援

◆地区内の危険箇所の把握と情報発信

◆関係機関と連携した防犯活動や交通安全運動の推進

◆あいさつ運動による子どもの見守り活動の推進

◆高齢者や子どもを事故や犯罪から守る取組の推進

  ⑥ 効果的な情報発信

   ◆校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会等の活動内容の情報提供

◆校区社協だより等の福祉活動に関する広報紙の充実

   ◆イベントカレンダーの発行

  ◆福祉マップの作成

   ◆ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信
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桜島地区

（１）特色

錦江湾に浮かぶ活火山の桜島にあり、地域内のほとんどが溶岩原、森林及び原野で、

住宅地は海岸線に沿って帯状に続いているほか、桜島独自の貴重な自然環境や景観

資源を有する観光地となっています。

人口は４千人で９地区の中で最も少なく、減少傾向にあり、高齢化率は５０．１％

で、９地区の中で最も高く、増加傾向にあります。

桜島の火山活動が継続する中、防災対策のさらなる充実が必要な地域です。

  

（２）主な課題

① 災害、事故、犯罪への対応

② 福祉活動に携わる人材の不足と地域交流・世代間交流の充実

③ 見守りが必要な高齢者等への対応

④ 育児不安の増大や子育て生活の孤立化への対応

⑤ 生活困窮者等への対応

⑥ 福祉資源の活用と福祉の情報提供の充実
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■桜島地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■桜島地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】災害対策(24.8%)、高齢者福祉(24.0%)、住民同士の交流(21.6%)

  【民生委員】住民同士の交流(24.0%)、認知症の方への支援(24.0%)、

ひきこもりの方への支援(24.0%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(44.0%)、地域のリーダー(28.8%)、

地域の福祉活動を支援する専門員の充実(24.8%)

  【民生委員】地域での人のつながり(60.0%)、福祉に関する研修・人材育成(28.0%)、

福祉に関する情報提供の充実(20.0%)

■桜島地区福祉推進会議での主な意見等

・地域の行事に積極的に参加する方が少な

いため、異世代間の交流や高齢者のイベ

ントに若い世代が参加できる取組が必要

である。

・増加してきている一人暮らしの高齢者に

対して、しっかりと福祉を行き届けなけ

ればならない。

・いきいきサロン等への男性の参加促進を

図る必要がある。

※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

3,863 人

4,469 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 安心安全な地域づくり

   ◆防災・防犯に対する意識の高揚

◆防災訓練の充実強化

◆避難行動要支援者の避難体制の確立

   ◆地区内の危険箇所の把握と情報共有

   ◆防犯パトロールや登下校時の見守り活動の推進

  ② 福祉活動に携わる人材確保と地域や世代間の交流を通じて共に助け合う心の醸成

   ◆地域の関係団体間の連携と情報交換の推進

◆お達者クラブやいきいきサロン等を支援するボランティア人材の育成

   ◆ボランティア活動を行う人材の発掘と活動への参加促進

   ◆校区の運動会や文化祭等による地域住民相互の交流の推進

   ◆ふれあい行事等による世代間交流の推進

   ◆町内会への加入促進による人材の発掘

  ③ 見守り体制の充実による高齢者等の孤立を防ぐための環境づくり

   ◆高齢者や障害者の把握や日常的な見守り活動

   ◆高齢者クラブやお達者クラブ等への参加促進

   ◆高齢者や障害者に関する相談支援体制の充実

   ◆高齢者の健康づくりの推進

   ◆移動困難な高齢者や障害者への支援に向けた取組

   ◆福祉サービスの周知と利用促進

   ◆認知症に関する正しい理解の促進

  ④ 子育て支援の充実と児童虐待防止

   ◆子育てサロン等の周知と参加促進

   ◆各種イベントへの子育て世帯の参加促進

   ◆民生委員・児童委員による相談支援体制の充実

   ◆ひとり親家庭の把握や日常的な見守り活動

   ◆児童虐待防止に向けた地域での見守り活動

  ⑤ ひきこもりや生活困窮者等への支援

◆ひきこもりや生活困窮者等の把握や日常的な見守り活動

◆ひきこもりや生活困窮者等に関する相談支援機関等の情報提供

  ⑥ 施設の有効活用と福祉情報の提供

   ◆地域公民館や高齢者福祉センターの活用促進

◆市社会福祉協議会桜島支部の活用促進

◆町内会の回覧板や掲示板等を活用した情報発信

◆校区社会福祉協議会による福祉活動の広報

   ◆ホームページやＳＮＳを活用した情報発信
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喜入地区

（１）特色

本市の南部に位置し、約８割を占める山地と錦江湾に沿った平坦地で構成されて

います。

人口は１万１千人で減少傾向にあり、高齢化率は３８．６％で、市全体を大きく上

回り、増加傾向にあります。

地区内では、北中部に比べて南部の過疎化・高齢化が進んでいます。

  

（２）主な課題

① 地域のつながりの希薄化

② 見守り活動の充実

③ 健康づくりや元気づくりの充実

④ 災害時の支援体制の充実

⑤ 子育て支援の充実

⑥ 福祉活動の拠点の不足
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■喜入地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■喜入地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】高齢者福祉(22.7%)、災害対策(20.8%)、住民同士の交流(16.9%)

  【民生委員】災害対策(36.4%)、健康づくり(30.3%)、ひきこもりの方への支援(24.2%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(44.8%)、福祉に関する相談窓口の充実(27.9%)、

福祉に関する情報提供の充実(26.6%)

  【民生委員】地域での人のつながり(57.6%)、関係団体等のネットワーク(33.3%)、

地域のリーダー(30.3%)

■喜入地区福祉推進会議での主な意見等

・町内会加入率が、年々減少傾向にあるの

で、今後も加入促進に努めなければなら

ない。

・高齢化が進んでおり、地域の関係団体と

の連携も難しくなってきている。

・地域福祉の担い手確保に力を入れる必要

がある。

※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

10,850 人

11,497 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 地域のつながりの強化

   ◆地域住民への町内会活動内容に関する情報発信

   ◆校区等の行事への参加促進

   ◆町内会への加入促進による人材の発掘

   ◆町内会の活動のあり方のさらなる充実

  ② 高齢者や障害者に対する見守り活動の推進

   ◆ともしびグループ等による見守り活動の推進

   ◆高齢者や障害者に対する理解の促進

   ◆高齢者や障害者が必要とする支援の把握と推進

   ◆認知症に関する正しい理解の促進

   ◆身近なボランティア活動への参加促進

  ③ 健康づくりや元気づくりの推進

   ◆高齢者クラブやお達者クラブ等への参加促進

   ◆健康づくり講演会や介護講習会への参加促進

   ◆認知症サポーター養成講座への参加促進

   ◆健康づくり推進員や食生活改善推進員の後継者や地域活動の指導者の育成

   ◆「六月灯」や「敬老会」等の伝統行事の継承

   ◆元気高齢者が活躍できる場の提供

   ◆地域における世代間交流の推進

  ④ 安心安全な地域づくり

   ◆福祉・防災マップの作成と活用

   ◆自主防災組織の充実や危険箇所のチェックの実施

   ◆防災訓練や救急救命講習への参加促進

  ⑤ 子育て支援と子どもの安全な環境づくり

   ◆校区社会福祉協議会の子育てサロン等の活用

   ◆子育てに関する情報発信

   ◆大人から率先したあいさつ運動の実施

   ◆スクールガードによる学校敷地内外の巡回の徹底

   ◆防犯パトロール隊による登下校時の安全の確保

  ⑥ 既存施設の有効活用

   ◆校区公民館や集落公民館等の既存施設を活用した福祉活動の推進

   ◆集落公民館等の広場の活用
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松元地区

（１）特色

本市の西部に位置し、多くの丘陵と渓谷からなり、河川沿岸や幹線道路沿道の限ら

れた平坦地と主に山林等で構成されています。

人口は１万７千人で伸び率が９地区で最も大きく、高齢化率は２２．８％で、９地

区で最も低くなっています。

  

（２）主な課題

  ① 福祉活動を支える担い手の減少

② 福祉に関する情報提供と情報共有

③ 住み慣れた地域で安心安全に暮らせる環境づくり

④ 高齢者や障害者への対応

⑤ 子育てしやすい環境づくり

⑥ 支援が必要な方の見守り体制づくり
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■松元地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■松元地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】災害対策(15.2%)、高齢者福祉(13.4%)、子育て支援(12.8%)

  【民生委員】住民同士の交流(40.6%)、高齢者福祉(25.0%)、

ひきこもりの方への支援(25.0%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(36.6%)、福祉に関する情報提供の充実(25.6%)、

       地域の福祉活動を支援する専門員の充実(18.9%)

  【民生委員】地域での人のつながり(71.9%)、地域のリーダー(56.3%)、

関係団体等のネットワーク(25.0%)

■松元地区福祉推進会議での主な意見等

・町内会未加入世帯に、どのように情報を

届けるかが課題である。

・地域の人と顔を合わせて話をすることに

意義があり、話をすることで、入ってく

る情報もある。

・時代に合った福祉活動をしていく必要が

あり、地域住民に見える福祉活動をして

いかなければならない。

・高齢化が進んでいるが、子育て支援も重

要である。
※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）
17,258 人

16,277 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 地域内交流と世代間交流の促進による担い手の掘り起こしや育成

   ◆関係団体各種行事の共同開催による世代間交流促進と人材発掘

◆町内会への加入促進による人材の発掘

   ◆地域行事への参加呼びかけ

   ◆校区社会福祉協議会・地域コミュニティ協議会・町内会等の連携と情報共有

   ◆役員交替時の研修実施や他校区との情報交換の場を創設

   ◆役員の複数年就任に向けた取組

   ◆地域活動に参加しやすい声掛け等環境づくりへの取組

  ② 福祉に関する情報発信の充実

   ◆地域の関係団体が発行する広報紙の発行時期の整理や見直し

   ◆広報紙掲載内容の見直しと情報の充実

   ◆若年世代に向けたホームページやＳＮＳを活用した情報発信

   ◆各種講習会への参加促進

  ③ 安心安全な地域づくり

   ◆見守りネットワークの充実と情報共有

   ◆支え合いマップづくりの研修開催

   ◆危険箇所点検や日常的な見守り活動

   ◆各家庭の防災無線の運用支援

   ◆ボランティア活動への参加促進

   ◆相談支援窓口を周知するための情報発信

  ④ 高齢者や障害者の生活支援や健康づくり

   ◆高齢者クラブやお達者クラブ等各サロンの育成と活動活性化

   ◆認知症や障害に関する正しい理解の促進

   ◆校区社会福祉協議会と地域コミュニティ協議会が連携した交流事業の実施

   ◆ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の把握と日常的な見守り活動

   ◆障害者の把握と日常的な見守り活動

   ◆公共交通機関利用困難者の把握と買い物支援体制の充実

  ⑤ 子育て支援の充実

   ◆危険箇所の安全パトロールや登下校見守り活動の充実

   ◆子育てサロンや育児サークル等の活動活性化

   ◆地域行事への子育て世帯の参加呼びかけ

   ◆子育て世帯の相談支援体制の充実

  ⑥ ひきこもりや生活困窮者等への支援

   ◆民生委員・児童委員による相談支援体制の充実

   ◆生活困窮者の情報把握と情報共有

   ◆地域の関係団体が連携した支援が必要な方の情報共有
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郡山地区

（１）特色

本市の北西部、甲突川の上流域に位置し、東に花尾山・三重岳、北に八重山があり、

河川沿岸や幹線道路沿道の限られた平坦地と主に山地で構成されています。

人口は７千人で減少傾向にあり、高齢化率は４０．５％で、桜島地区に次いで高く、

増加傾向にあります。

  

（２）主な課題

  ① 高齢者や障害者等への援助活動

② 子どもの健やかな成長を育む環境づくり

③ 女性の意見を福祉活動に反映する機会の減少

④ 福祉活動に携わる人材の確保

⑤ 福祉に関する情報提供の充実

⑥ 相談支援体制の充実
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■郡山地区の人口・高齢化率の推移

14歳以下 15歳～64歳

65歳以上 高齢化率

■郡山地区におけるアンケート調査結果（令和２年度調査から抜粋）

・今後、充実していく必要がある福祉活動

  【市 民】災害対策(23.1%)、高齢者福祉(21.5%)、防犯対策(16.9%)

  【民生委員】健康づくり(31.8%)、住民同士の交流(27.3%)、障害者福祉(27.3%)

・福祉活動充実のために必要なこと

  【市 民】地域での人のつながり(46.9%)、福祉に関する情報提供の充実(33.1%)、

福祉に関する相談窓口の充実(25.4%)

  【民生委員】地域での人のつながり(63.6%)、福祉に関する情報提供の充実(36.4%)、

地域のリーダー(27.3%)

■郡山地区福祉推進会議での主な意見等

・認知症の方が住みやすい地域づくりや、

認知症の方を温かい目で見守ることので

きる地域づくりができればよい。

・福祉活動にかかわる人材の育成と確保が

急務である。

・女性団体が解散し、福祉活動に女性の意

見が反映されにくくなるのではないか。

・紙媒体やホームページ等で提供される福

祉情報が、自治会未加入世帯や情報弱者

に届いていない。
※各年度 4 月 1 日時点の住民基本台帳人口

（年度）

（人） （％）

7,002 人7,479 人
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（３）取組方針と主な取組 （◆は主な取組）

  ① 援助の必要な世帯の把握と支援

   ◆ひとり暮らし高齢者等安心通報システムやＩＴを活用した見守りの推進

   ◆見守り活動をとおして気づく各世帯の課題把握

   ◆避難行動要支援者の状況把握

   ◆介護予防のためのふれあい活動や健康づくり事業の推進

◆認知症に関する正しい理解の促進

  ② 子育て支援の充実

   ◆自治会等における防犯・防災活動の展開

   ◆子育てサロンにおける親への相談活動の充実

   ◆地区民生委員児童委員協議会による子育て通信の発行

   ◆地域子育て支援センターや児童センターの積極的な活用

   ◆校区社会福祉協議会からの新生児誕生世帯への記念品贈呈

  ③ 女性の意見を福祉活動に取り込む体制づくり

   ◆女性の視点に立った福祉活動の推進

   ◆役員への積極的登用

  ④ 福祉活動を行う人材の掘り起こしと育成

   ◆地域住民に対する福祉活動の理解促進

   ◆自治会における参加しやすい福祉活動の展開

   ◆誰もが参加しやすい組織体制の構築

   ◆学生や若い世代の自治会活動への参加促進

◆自治会への加入促進による人材の発掘

  ⑤ 地域住民への効率的な福祉情報の発信

   ◆校区社会福祉協議会や地域コミュニティ協議会等による広報紙の発行

   ◆公共施設や商業施設を活用した情報発信

   ◆ホームページやＳＮＳを活用した情報発信

   ◆自治会未加入世帯への福祉情報の提供

  ⑥ 支援体制の連携と情報提供

   ◆支援が必要な方々の問題発生時における地域の関係団体との連携強化

   ◆支援が必要な方々の情報の共有

   ◆複合的な問題に対する地域の関係団体の支援
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第８章 計画の推進にあたって

１ 目標指標

  本計画の目標指標は、第六次鹿児島市総合計画との整合性を図るため、同計画にお

ける基本施策「地域共生社会の実現」の指標を用いることとします。

指標
現況

（令和３年度）

目標

（令和８年度）

「福祉が充実し、お互いに支え合う暮らしやすいまち

である」と感じる市民の割合
２８．９％ ３４．０％

過去１年間に福祉活動やボランティア活動に参加した

ことがある市民の割合
１９．３％ ２４．０％
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２ 計画の推進体制と進行管理

  本計画を着実に推進していくため、ＰＤＣＡサイクルに基づき進行管理を行います。

（１）地域福祉計画推進委員会

学識経験者や社会福祉事業を経営する団体の代表者、社会福祉活動を行う団体の

代表者、公募市民、行政で構成する「地域福祉計画推進委員会」において、本計画に

基づく施策や事業の取組状況を把握し、本計画の進捗状況の総合的な評価を行うほ

か、本計画推進のための方策の検討などを行います。

（２）地域福祉計画地区福祉推進会議

地区の関係団体や公募市民、行政等で構成する「地域福祉計画地区福祉推進会議」

において、各地区の取組状況の把握と評価を行うほか、地区福祉計画推進のための方

策の検討などを行います。

（３）地域福祉計画庁内推進委員会

   福祉分野のほか、まちづくり、産業、防犯・防災、環境、教育等の関係部局で構成

する「地域福祉計画庁内推進委員会」において、本計画に基づく事業の取組状況の

把握と評価を行うほか、具体的施策や事業の検討などを行います。

（４）その他

成年後見制度利用促進計画及び再犯防止推進計画については、別途、関係者間で取

組状況を確認し、適宜、地域福祉計画推進委員会に報告します。

また、本計画と市社会福祉協議会の「第５次鹿児島市地域福祉活動計画」は、基本

理念を共有していることから、両計画の進捗状況について、相互に情報共有を図りな

がら推進していきます。

Ｐｌａｎ（計画）

地域福祉計画の策定

Ｄｏ（実行）

市民、関係団体、行政等の取組

Ｃｈｅｃｋ（評価）

地域福祉計画推進委員会、
地区福祉推進会議、

地域福祉計画庁内推進委員会
において取組状況の把握・評価

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

評価結果を踏まえ、
施策や事業に反映


